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第 1部 事 業 の 概 要 

第1節  事業の目的 

潤滑油は、自動車や工作機械など、さまざまな機械分野で使用されており、我が国の産

業基盤を支える上で不可欠な存在である。この潤滑油の製造に使われる基油は主に原油か

ら製造されるものであるが、近年我が国の原油輸入量の約 9 割を占める中東の情勢が緊迫

化していることや、新型コロナウイルス感染症の世界的流行などを踏まえ、今後も安定的

に潤滑油の供給を行うためには、基油原料の多様化を図る必要がある。 

基油原料の多様化を図る 1 つの手段として期待されるのが、使用済み潤滑油をリサイク

ルして基油を生産する「基油再生」である。現在、北米や欧州では CO2の削減に向けて使

用済み潤滑油のリサイクルを推進し、環境負荷の少ない基油への再生などに取り組んでい

る。一方で、我が国において使用済み潤滑油の基油再生はほとんど行われておらず、2019

年において年間に発生する使用済み潤滑油 73 万 kL のうち、約 60 万 kL が燃料として利

用され、年間約 162 万トンの CO2が発生している。したがって、我が国において、使用済

み潤滑油からの基油再生に取り組むことは、基油原料の多様化を図れるだけでなく、CO2

の削減にも寄与するものである。 

本事業では、基油原料の多様化および CO2の削減を図ることを目的として、基油再生に

関する国内外の動向を調査・分析するとともに、再生基油を用いて潤滑油を試作および品

質評価を実施し、我が国において使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社

会システムについて、2050 年カーボンニュートラルも見据えた検討を行うことを目的とし

た。 

第2節  事業の方法 

1. 事業の体制 

本事業は一般社団法人潤滑油協会が国から受託し、実施した。実施体制は、図 1 に示

すとおりである。一部の特殊な試験等については、外部専門機関に外注して実施した。 
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図 1. 事業の実施体制 

2. 潤滑油品質委員会 

潤滑油協会では、本事業を円滑に実施するため、協会内に学識経験者、潤滑油業界関

係者および自動車業界関係者等の外部有識者等から構成する「潤滑油品質委員会」を設

置し、事業を実施した。潤滑油品質委員会の構成を次に示す。 
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2021年度 潤滑油品質委員会 

(委嘱期間: 2021年 5月～2022年 3月) 

区 分 氏 名 所 属 および 役 職 名 

委員長 

(学識経験者) 
益子 正文 東京工業大学 名誉教授 

副委員長 

(学識経験者) 
三原 雄司 東京都市大学 工学部機械工学科 教授 

幹事 

(学識経験者) 
内藤 康司 日本トライボロジー学会 添加剤技術研究会 幹事 

委員 

(学識経験者) 
中村 健太 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 

委員 佐川 琢円 

日産自動車株式会社 

(一般社団法人自動車工業会 環境技術・政策委員会 

燃料・潤滑油部会 オイル分科会 分科会長) 

委員 杉井 秀夫 出光興産株式会社 

委員 田川 一生 ENEOS 株式会社 

委員 和川 紀之 三和化成工業株式会社 

委員 竹内 佳尚 シェブロンジャパン株式会社 

委員 岡本 康男 全国オイルリサイクル協同組合 

委員 松枝 宏尚 DIC 株式会社 

委員 岩田 重広 ユシロ化学工業株式会社 

(敬称略) 

3. 事業の実施期間 

事業の実施期間は、次のとおりである。 

2021 年 5 月 27 日～2022 年 3 月 31 日 

潤滑油品質委員会の開催は、次のとおりである。 

第 1 回 2021 年 6 月 8 日(Web 開催) 

第 2 回 2022 年 1 月 28 日(Web 開催) 

第 3 回 2022 年 3 月 17 日(Web 開催) 

委員会については、当初対面での開催を計画していたが、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を踏まえ、Web での開催とした。 
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第3節  事業の内容 

1. 基油再生に関する動向調査・分析 

1.1 国内事業者に対する最新の取組状況等調査・分析 

国内の潤滑油製造事業者に対してアンケート調査等を実施し、2050 年カーボンニュ

ートラルを踏まえ、基油再生をはじめとする最新の取組状況等について取りまとめた。

主な成果は次のとおり。 

⚫ 回答事業所における 2050 年カーボンニュートラルへの関心の高さや電気自動

車(EV: Electric Vehicle)等の動きへの関心の高さがうかがえる。また 2050 年カ

ーボンニュートラルへ向けた再生基油に対する意識の変化については、「関心

が高くなった」と回答したのは、回答事業所のうち 11 事業所(約 41%)であり、

「特に変化はない」と回答したのは 14 事業所(約 52%)である。この 14 事業所

の中には、2015 年の国連サミット以降、持続可能な開発目標 (SDGs：

Sustainable Development Goals)の一環として、循環型社会の重要性を認識し

ている事業者も見受けられる。 

⚫ 「基油再生」に関する具体的な取組については、具体的な取組は未実施の事業

者がいる一方、カーボンフットプリントの観点でどのくらい優位性があるか等

について、情報収集を開始している事業者もいる。 

⚫ 基油の多様化を図る 1 つの手段として期待されるのが、使用済み潤滑油をリサ

イクルして基油を生産する「基油再生」であるが、アンケート調査の結果、品質

に問題がなく経済的であれば使用してもよいという意見が多く得られた。 

⚫ 再生基油が入手可能である場合でも使用しないと回答した事業所については、

再生基油の品質・供給の安定性が確保できていないと回答した回答事業所が最

も多く、次いで、需要家・市場での受け入れ体制が確立できていないことや、微

量の混入物質による使用時での性能劣化等の悪影響への懸念を挙げており、再

生基油の普及に関しては、これらの解決が必要となることがわかる。 

⚫ 今後、潤滑油の原料として、再生基油が広く流通するために必要な項目に対し

ては、コスト低下、流通量増大および規格制定等が重要な項目と考えられてい

る。また、回答事業者 27 社中 17 社が具体的な考えを回答しており、各社の意

識の高さがうかがえる。具体的には、国の支援や業界全体としての取り組みが

重要であるとの意見が寄せられている。 
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1.2 国内事業者に対する基油再生に関する取組状況等調査・分析 

国内の潤滑油製造事業者や潤滑油リサイクル事業者等に対し、2050 年カーボンニュ

ートラルを踏まえ、基油再生に関する取組状況等について、アンケート調査で得られ

た内容等を踏まえて、ヒアリングを行った。主な成果は次のとおり。 

⚫ 使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルには解決すべき課題は多く、誰が主導

してこのテーマを進めて行くのかが決まらないと動かない、とする意見がある

一方、今般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックや、

2050年カーボンニュートラル実現および今後のEV化による製油所低稼働で原

油からのバージン基油の供給リスクが懸念されるため、事業継続計画(BCP: 

Business Continuity Planning)対策としても再生基油は有効であり、今後法制

化が予定されている経済安全保障の観点でも、日本国内での使用済み潤滑油の

マテリアルリサイクルは重要となる、との意見もあった。 

⚫ 再生基油の製造プラントを、もし新たに建設する場合は、使用済みエンジン油

を多く回収可能な、京浜地区や関西地区の遊休地を利用するのがよい、とする

意見や 2050 年カーボンニュートラル実現に向け、国内での基油再生システム

が必要なら、前倒しが不可欠となり、直近の 10 年で回収システムの確立や再生

基油製造プラントの建設等を行わないと間に合わないのではないか、とする意

見もあった。 

1.3 欧州等事業者に対する調査・分析 

欧州等の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対して、①基油

原料の多様化に向けた取組状況、②基油再生の現状、③最新の基油再生技術および④

法規制の動向等について、ヒアリングおよび電子メール等の手段により情報を収集し、

我が国と欧州等における基油原料の多様化および再生基油に関する取組状況を比較し

た。主な成果は次のとおり。 

⚫ 欧州では 170 万 kL の使用済み潤滑油が回収され、105 万 kL が再生基油になっ

ている。回収された使用済み潤滑油の 62％が再生基油になっており、北米を大

幅に上回っている。 

⚫ 欧州では、回収した使用済み潤滑油は再生基油の原料として使用されるか加工

燃料になるが、再生基油製造量が加工燃料をかなり上回り、加工燃料は CO2排

出量削減のために使用削減するよう指導されている。 
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⚫ 欧州の再生基油製造は 24 企業で、28 工場ある。工場は、操業 30 年以上のもの

から最新の工場まであるが、古い工場でも改修や設備増強を繰り返し、現在各

社で生産されている基油の品質は、原油由来の基油と遜色ないレベルに達して

いる。 

⚫ 再精製された基油は、特定の潤滑油に利用されているわけではなく、すべての

潤滑油の基油として生産され、基油の種類も Group I から Group III まで多岐

にわたっている。 

⚫ 使用済み潤滑油の再精製技術は、ドイツ AVISTA が最も古くから技術を保有し

ており、イタリアの ITELYUM が買収した VISCOLUBE が世界に普及させ、

ドイツ PURAGLOBE が、最新鋭の製造技術を開発するなど、長年の間に欧州

発祥の技術が広まりつつある。 

⚫ 従来は、圧倒的に Group I 基油への再精製が多かったが、Group I、II 基油の価

格は低く、使用済み潤滑油から Group III 基油への再精製比率が高くなりつつ

ある。これには再生基油の原料となる市場に流通している潤滑油製品の高品質

化も影響している。 

⚫ AVISTA、PURAGLOBE は北米で Group III 基油製造も始めており、カーボン

フットプリント削減のために、欧米の自動車産業を中心にこの Group III 基油

を採用し始めている。 

⚫ 欧州の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対するヒアリ

ング調査では、政策的にサーキュラーエコノミー(循環経済：circular economy)

を推進することが必要となった今は、政府が主導して、関係する業界団体が政

府とともにイタリアのようなコンソーシアムを設立することが重要であり、日

本のように再精製設備の新設が必要であれば、政府がイニシアチブをとって設

備を導入していかなければ、早期に日本の潤滑油業界におけるサーキュラーエ

コノミーは実現しないのではないかとの意見があった。 

2. 再生基油を用いた潤滑油の試作および品質評価 

2.1 再生基油入手と性状分析 

国外で製造している再生基油 13 油種およびその比較としてバージン(原油から製造

されたもの)基油 2 油種を入手して、それぞれの動粘度、粘度指数、組成および硫黄分

(以下 S 分)等の性状を分析した。主な成果は次のとおり。 
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⚫ 入手した 13 油種の再生基油は、Group I が 11 油種、Group II が 2 油種であ

る。入手した 13 油種、すべての再生基油の粘度指数が 115 を超えており、これ

は再生基油の原料となる市場に流通している潤滑油製品の高品質化に伴う粘度

指数の向上を反映している。 

⚫ 水素化精製した再生基油の S 分は 0.01%以下であるが、溶剤精製で再精製した

再生基油の S 分は 0.02%以上であり、水素化精製と溶剤精製による残留 S 分量

の差が認められる。 

⚫ 一定量の酸化防止剤が添加された場合、水素化精製で再精製された再生基油は、

いずれも試験時間 450h においてもほとんど酸素吸収が認められない。一方、溶

剤精製した再生基油では試験開始直後から酸化が始まる。 

⚫ 再生基油はバージン基油より分別蒸留範囲が広く、蒸発しやすいのではないか

と懸念されたが、蒸留だけで再精製した基油以外の再生基油はバージン基油と

同程度の蒸発性である。 

2.2 再生基油を用いた加工油の試作と評価 

入手した再生基油の加工油基油への適合性を評価するために、加工油として不水溶

性切削油および不水溶性プレス油兼用の加工油を試作した。試作加工油は、同一処方

とし、同一の硫黄系添加剤および油脂をそれぞれの再生基油に同一量添加した。入手

した再生基油 13 油種およびその比較として入手したバージン基油 1 油種を用いて 14

種類の加工油を試作し、それぞれの性状を分析した。主な成果は次のとおり。 

⚫ 試作加工油の銅板腐食の結果は、いずれもバージン基油を用いた試作加工油と

同じ 4b であり、再生基油に添加した活性タイプの硫黄系添加剤の効果を妨げる

成分は存在しない。 

⚫ 再生基油を用いた試作加工油の耐荷重能は、蒸留だけで再精製した基油を用い

た加工油以外はいずれもバージン基油を用いた試作加工油と同等である。 

⚫ さらに、再生基油 1 油種およびバージン基油 1 油種を用いて試作した 2 種類の

加工油については、切削性および加工性を評価した。その結果、本調査の範囲

では、再生基油を用いた加工油の切削性および加工性はバージン基油を用いた

加工油と同程度である。 

したがって、本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した

加工油と同等の性能を有する加工油を製造できる見込みが立った。ただし、今後は異

なる粘度グレードの加工油を製造するための種々の粘度グレードの再生基油、その原

料となる使用済み潤滑油をどのように入手していくのか検討が必要である。 
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2.3 再生基油を用いた機械油の試作と評価 

入手した再生基油の機械油基油への適合性を評価するために、機械油として油圧作

動油を選定した。同一の添加剤をそれぞれの再生基油に同一量添加し、非 Zn 系の油

圧作動油を試作した。入手した再生基油 13 油種およびその比較として入手したバー

ジン基油 1 油種を用いて 14 種類の油圧作動油を試作し、それぞれの性状を分析した。

主な成果は次のとおり。 

⚫ 試作機械油の銅板腐食の結果は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と

同じ 1b であり、すべての試作機械油は油圧システムの銅部品を腐食しない。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の試作機械油の耐荷重能は、い

ずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等である。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の試作機械油の耐摩耗性は、い

ずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等で、(一社)日本建設機械施工協会

規格、JCMAS P041 の要求値を満たしている。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の試作機械油の回転圧力容器式

酸化安定度は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等である。 

⚫ さらに、粘度と再生方法から選んだ再生基油 3 油種およびバージン基油 1 油種

を用いて試作した 2 種類の油圧作動機械油については、JCMAS P045 ポンプ試

験により酸化安定性を評価した。その結果、試作機械油の酸化安定性は、いず

れもバージン基油を用いた試作機械油と同等で、JCMAS P041 の要求値を満た

している。 

したがって、本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した

機械油と同等の性能を有する機械油(油圧作動油)を製造できる見込みが立った。 

3. 使用済み潤滑油の基油再生に関する社会システムの検討 

上記の成果から、国内において、「使用済み潤滑油の回収→基油への再生→再生基油

を用いた潤滑油の製造」というサイクルを社会システム化するための課題およびその対

策を整理し、国内で使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システム

について、2050 年カーボンニュートラルも見据えた検討を行った。主な成果は次のとお

り。 
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1.1 潤滑油のリサイクルに関するライフサイクルアセスメント 

米国石油協会(API：American Petroleum Institute)の委託を受け Environmental 

Resources Management(ERM)が実施した LCA および Groupement Européen de 

l’Industrie de la Régénération(GEIR)の委託を受け Institute for Energy and 

Environmental Research(IFEU)が実施した LCA では、設定した LCA のシステム境

界の相違などにより、異なる結論が導き出されている。今後のカーボンニュートラル

の進捗に伴い、基油再生に必要なエネルギー源もカーボンニュートラル化されたり、

比較対象となるバージン基油の製造もカーボンニュートラル化されるなど、LCA を評

価するためのさまざまな要因が変化し、LCA の結果が変わる可能性がある。 

1.2 我が国における基油再生の可能性 

⚫ 入手した再生基油により、API SL クラスのガソリンエンジン油および日本自動

車規格(JASO: Japanese Automobile Standards Organization) JASO DH-2 ク

ラスのディーゼルエンジン油の規定に合格できるエンジン油を作成できる見込

みが立った。しかしながら、カーボンニュートラルの実現に向けて、市場にあ

るガソリンエンジン車の燃費維持は重要であり、JASO GLV-1、あるいは

ILSAC(International Lubricant Specification Advisory Committee、国際潤滑

油規格諮問委員会) GF-6 といった現在の最新のエンジン油規格に再生基油を適

用させるには、PURAGLOBE 社が採用している 2 段水素化処理などによる

Group III 基油の製造が必要となる。 

⚫ 本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した加工油お

よび機械油と同等の性能を有する加工油および機械油(油圧作動油)を製造でき

る見込みが立った。しかしながら、今後は加工油のための種々の粘度グレード

の再生基油、その原料となる使用済み潤滑油をどのように入手していくのか検

討が必要である。 

1.3 今後の我が国の潤滑油を取り巻く状況の想定 

⚫ 現在我が国では、ガソリンエンジン油、ディーゼルエンジン油など車両用潤滑

油が潤滑油製品全体の 4 割を占めている。今後、e-fuel 等のカーボンニュート

ラルな燃料の導入が遅れれば、ハイブリッド自動車(HEV：Hybrid Electric 

Vehicle)など内燃機関(ICE：Internal Combustion Engine)を搭載する車両の数

は徐々に減少し、ガソリンエンジン油の需要は減少傾向となることが想定され

る。 
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⚫ 一方、ディーゼルエンジン油の需要減少はガソリンエンジン油より遅いが、徐々

に減少傾向となることが想定される。 

⚫ 工業用潤滑油およびその他の潤滑油については、摩擦低減による省エネルギー

を促進し、カーボンニュートラルに寄与するためにその安定供給を確保しなけ

ればならない 

⚫ 今後は化石燃料である原油から製造されるバージンの鉱油系基油の供給は減少

するものの、これに代わるカーボンニュートラルな基油の供給が考えられる。 

⚫ 地球温暖化の観点からは、我が国の状況に合わせた LCA を実施し、その結果か

ら基油再生あるいは燃料利用のどちらに進めるか、あるいはその最適なバラン

スを目指して基油再生を進めていくことが望ましい。 

⚫ 基油原料の多様化の観点からは、異常気象や新型コロナウイルス感染症による

基油の輸入の停止、災害時などに国内の物流を確保するために必要なディーゼ

ルエンジン油 15 万 kL を製造するために必要な基油を、20 万 kL の使用済み潤

滑油を再精製した再生基油 14 万 kL で賄うことを想定した。 

1.4 基油再生に取り組む上で実現すべき社会システム 

1) 使用済み潤滑油の分別 

比較的異物の混入が少ない使用済み潤滑油はリユース、比較的異物混入の多い使

用済み潤滑油は燃料利用、使用済みエンジン油は基油再生が適している。したがっ

て、潤滑油需要家における使用済み潤滑油の分別が重要である。 

2) 使用済み潤滑油の回収 

⚫ 基油に再生する場合であっても、基油再生を環境にやさしく、かつ経済的に

実施するにはできるだけ異物の混入の少ない使用済み潤滑油を原料にする必

要がある。 

⚫ 使用済み潤滑油を分別回収する際に、現場でその回収油の品質を簡単に判断

できる方法と基準が必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油を効率的に回収するネットワークが必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油は地域ごとに使用済み潤滑油を国内で分散して処理するシス

テムが必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油の分別排出・回収を徹底するには、使用済み潤滑油の回収事

業者や排出者に対する何らかのインセンティブが必要である。 
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3) 基油再生事業 

(1) 我が国に適した再生基油製造工程 

今後我が国で必要かつ実現可能な再生工程についてさらに検討し、基油再生プ

ラントの新規建設、あるいは既存石油精製設備の利用による再生基油の生産を検

討するのが望ましい。 

(2) 再生基油製造事業所の規模と場所 

基油再生にあたっては、使用済み潤滑油の回収コストの低減を考えれば、地域

ごとの基油再生プラントが望ましい。 

4) 潤滑油製造業 

⚫ 必要な量と品質の再生基油を継続的に入手できる再生基油の回収、再精製体

制を確保する必要がある。 

⚫ 再生基油を用いて製造した潤滑油を受け入れる市場を確保するために再生基

油を用いた再生潤滑油の官民需要家での利用を促進することが望ましい。 

5) 潤滑油需要家 

我が国では現在再生基油を用いた再生潤滑油は、ほとんど流通していない。需要

家における再生潤滑油の利用を促進するために、今後検討が必要な点は次のとおり。 

⚫ 基油再生サイクル全体をうまく回していくには「製品含有化学物質情報」を

いかに伝達していくかが今後の検討課題である。 

⚫ 再生基油を用いた潤滑油を適用する機械装置の製造事業者(OEM)による再生

潤滑油使用の承認と保証が必要である。それらを実現するためには、我が国

独自の再生基油の品質規定が必要と考えられる。この規定や運用方法を、例

えば、JASO エンジン油普及促進協議会「自動車ディーゼル機関用潤滑油規

格の運用マニュアル」に盛り込むなどの方策が考えられる。 

⚫ 再生基油を用いた潤滑油の需要の確保が必要である。例えば官公庁で再生基

油を用いた潤滑油を率先して使用することが望ましい。 

⚫ 再生基油を用いた潤滑油の価格やグリーン調達など、需要家の再生潤滑油に

よるメリットを普及することが望ましい。 

6) 我が国における潤滑油リサイクルの推進 

今後は、我が国に適した潤滑油のリサイクルを明確にするため、潤滑油のリサイ

クルフローおよび LCA 調査が必要である。また、2050 年カーボンニュートラルの

実現に向け、わが国における基油再生と燃料利用の最適なバランスを考慮しつつ、



 

 －12－ 

国内で早急に基油再生を進めていく必要があるとなった場合には、民間だけでは基

油再生を経済的に維持するのは難しいことから、諸外国の例も参考にしながら基油

再生を進めていくことが望ましい。再生基油を用いて製造した潤滑油が上市された

場合には、官公庁での再生基油の利用を促進するグリーン調達制度なども必要と考

えられる。 
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第 2部 事 業 の 結 果 

第1章  基油再生に関する動向調査・分析 

第1節  はじめに 

内外の基油再生に関する動向等について調査、分析したので報告する。 

第2節  国内事業者に対する最新の取組状況等調査・分析 

国内の潤滑油製造事業者に対し、2050 年カーボンニュートラルを踏まえ、基油再生をは

じめとする最新の取組状況等について取りまとめたので報告する。 

1. 調査の方法 

国内の潤滑油製造事業者 28 社に対し、電子メールによるアンケート調査により実施

した。 

2. 調査の結果および分析 

アンケート調査の回答数および回収率は、配付数 28 件に対し回答数 27 件(回収率: 

96％)である。国内の潤滑油製造事業者における基油の調達状況に等に関し、次の調査結

果を得た。 

2.1 回答事業所における潤滑油製造製品 

回答事業所で製造している潤滑油製品を図 1-1 に示す。 
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図 1-1. 回答事業所で製造している潤滑油製品 

図 1-1 から、回答事業所で製造している潤滑油製品は、工業用潤滑油が 25 事業所と

最も多く、次いで自動車用エンジン油の 17 事業所となっている。また、その他と回答

した事業所の中には、グリースと回答した事業所がある。 

2.2 2050年カーボンニュートラルへの関心・情報収集状況 

回答事業所における 2050 年カーボンニュートラルへの関心・情報収集状況を、図

1-2 に示す。 

 

図 1-2. 回答事業所における 2050年カーボンニュートラルへの関心・情報収集状況 
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図 1-2 から、回答事業所における 2050 年カーボンニュートラルへの関心・情報収

集状況は、「関心を持っており、情報収集を行っている」と回答したのは、回答事業

所のうち 19 事業所(約 70%)であり、「関心を持っているが、情報収集は行っていない」

と回答したのは 7 事業所(約 26%)である。「関心を持っていない、また情報収集を行

っていない」と回答したのは 1 社のみであり、回答事業所における 2050 年カーボン

ニュートラルへの関心の高さがうかがえる。 

2.3 グリーン成長戦略における EV等の動きへの関心・情報収集状況 

回答事業所のグリーン成長戦略における EV 等の動きへの関心・情報収集状況を、

図 1-3 に示す。 

 

図 1-3. グリーン成長戦略における EV等の動きへの関心・情報収集状況 

図 1-3 から、回答事業所のグリーン成長戦略における EV 等の動きへの関心・情報

収集状況は、「関心を持っており、情報収集を行っている」と回答したのは、回答事

業所のうち 16 事業所(約 59%)であり、「関心を持っているが、情報収集は行っていな

い」と回答したのは 11 事業所(約 41%)である。「関心を持っていない、また情報収集

を行っていない」と回答はなく、回答事業所における EV 等の動きへの関心の高さが

うかがえる。 
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2.4 2050年カーボンニュートラルへ向けた再生基油に対する意識の変化 

回答事業所の 2050 年カーボンニュートラルへ向けた再生基油に対する意識の変化

を、図 1-4 に示す。 

 

図 1-4. 2050年カーボンニュートラルへ向けた再生基油に対する意識の変化 

図 1-4 から、2050 年カーボンニュートラルへ向けた再生基油に対する意識の変化に

ついては、「関心が高くなった」と回答したのは、回答事業所のうち 11 事業所(約 41%)

であり、「特に変化はない」と回答したのは 14 事業所(約 52%)である。また、「特に

変化はない」と回答した事業者からは、次の意見があった。 

⚫ いまさらカーボンニュートラルではなく、SDGs の一環として循環型社会の重

要性はすでに浸透しており、2015 年に国連サミットでも採択されている。 

したがって、この「特に変化はない」と回答した 14 事業者の中には、2015 年の国

連サミット以降、SDGs の一環として、循環型社会の重要性を認識している事業者も

見受けられる。 

2.5 「基油再生」に関する具体的な取組 

「基油再生」に関する具体的な取組について回答した事業所の回答を表 1-1 に示す。 
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図 1-5 から、回答事業所のうち 21 事業所は、再生基油の品質に問題がなければ使用

すると回答しており、また、20 事業所は、経済性があれば使用する、と回答している。 

また、その他として「品質に問題がない再生基油であっても、需要家への成分情報

等の通知が必要になると思われ、需要家の理解があれば使用可能だが、現状は理解が

あるとは言い難いため、一部の製品分野に限られる可能性がある」との意見があった。 

2.7 再生基油が入手可能である場合でも使用しない、と回答した事業所における

回答理由 

「再生基油が入手可能である場合でも使用しない」と回答した事業所の回答理由を

図 1-6 に示す。 

 

図 1-6. 再生基油が入手可能である場合でも使用しないと回答した事業所の回答理由 

図 1-6 から、再生基油の品質・供給の安定性が確保できていないと回答した回答事

業所が最も多く、次いで、需要家・市場での受け入れ体制が確立できていないことや、

微量の混入物質による使用時での性能劣化等の悪影響への懸念を挙げており、再生基

油の普及に関しては、これらの解決が必要となることがわかる。 
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2.8 今後、潤滑油の原料として、再生基油が広く流通するために必要な項目に対

する回答事業所の考え方について 

回答事業所の回答を図 1-7 に示す。 

 

図 1-7. 今後、潤滑油の原料として、再生基油が広く流通するために必要な項目に対する回

答事業所の考え方 

図 1-7 から、再生基油のコスト低下を挙げた企業が 21 社、再生基油の流通量増大と 

品質に関する JIS 等の規格制定を挙げた企業が同数の 20 社となっており、再生基

油の性能向上を挙げた 18 社がこれに続く。今後、再生基油が広く流通するためには、

コスト低下、流通量増大および規格制定等が重要な項目と考えられている。 

また、その他として次のような意見があった。 

⚫ 再生基油の品質の安定性 

⚫ カーボンニュートラル寄与の実証 

⚫ 使用済み潤滑油回収システムの構築 

⚫ 再生基油の品質、コストおよび製品含有化学物質調査等に対する需要家の理解 

2.9 2050年カーボンニュートラルを踏まえた再生基油に対する意見・要望 

回答事業所からの回答を表 1-2 に示す。 
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表 1-2. 2050年カーボンニュートラルを踏まえた再生基油に対する意見・要望-1 

A 社 需要家、ユーザーの理解が必要。 

B 社 

国策として CO2削減を進める中、原油精製は国としてどのような方向性を考えているのかご

教示いただきたい。(原油精製油には、ガソリンの他に灯油や潤滑油留分があり、潤滑油留分

は弊社にも影響があるため。) 

再生基油が、法整備や助成金制度等も含めて、主流の潤滑油基油となってくるのは、何年位

と想定すればよろしいでしょうか。 

再生基油の価格は、バージン基油と同等レベルにして頂きたい。 

C 社 

特にないが今後、再生基油で製造した製品がバージン基油で製造した製品より、高品質で低

価格になるとは考えづらいので、ユーザー側が敢えて、それを使ってくれるかがポイントに

なると思います(使えば補助が出る等)。 

D 社 

カーボンニュートラルだけでなく他の環境面の考慮も重要と考えます。例えば現在でもエン

ジン油は燃費向上効果、排ガス対策対応などで寄与しています。日本では海外に比較し環境

への放出(汚染)は少ない仕組みだと思います。 

今後、現行基油と同等以上の品質確保はもとよりカーボンニュートラルの面でも元々の基油

の成り立ち、使用済み潤滑油回収方法、再生の方法などライフサイクルで寄与するシステム

の開発、実装の全体像がわかれば教えて頂きたい。 

E 社 
カーボンニュートラル品(再生基油)の使用を促す公的な縛りが普及においては必要と考えま

す。 

F 社 

基油再生に関係する国および潤滑油業界の現状、取り組み、成果発表の講演会があれば聴講

したい。 

e-fuel の技術開発、EV の技術開発による燃料および基油需要予測、内燃機関の需要予測とそ

れに替わる代替品への切り替え技術、現状の講演があれば聞きたい。 

G 社 

カーボンニュートラル、カーボンオフセットについて業界としての取り組みを期待したい。

特に CN 認証における CO2 算定対象範囲 Scope1～3)のどこを対象にしていくのか、各

Scope における CO2算出方法の基準について業界としての基準作りも必要である。 

また、再生基油のカーボンフットプリントについて、公的な評価方法が明確に示されること

を望む。具体的には、①原材料調達、②生産、③流通、④使用・維持管理、⑤廃棄・再利用

と一般に区分される製品のライフサイクルにおいて、②・③・④は条件(再生基油精製プロセ

ス、輸送方法、使用用途等 により数値が異なる余地があるにしても、①・⑤はどのように CO2

をカウントするのか、国内外で通用する考え方の統一が必要であると考える。 

H 社 

昨今、基油や添加剤の供給難が多数発生しており、日々目先の原料調達に注力を注ぐ日々が

続いております。その中で感じたことは、潤滑油を安定的に供給することで、産業経済を回

していくことであると感じました。 

再生基油が経済的、品質的にも豊かな原料であると立証された暁には、当業界においても大

きな一歩であるのではないかと存じております。 

I 社 

現状においては、使用油を蒸留して再生基油とするイメージであれば、コスト的にも運用面

においても課題が多くて時間が掛かり、困難になると予想されます。 

再生事業という面では、まずは潤滑油のリユース事業を推奨します。ここで言うリユース事

業とは、現在ご使用されている潤滑油を脱水、夾雑物除去を行い、浄油する。その浄油は、

必要があれば添加剤にて調整を行って、新油並みの性能に回復させる潤滑油のメンテナンス

です。メンテナンスされた潤滑油はユーザーに戻り、元の機械で使用されます。これは循環

型ビジネスの取組みであります 
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表 1-2. 2050年カーボンニュートラルを踏まえた再生基油に対する意見・要望-2 

J 社 

(1)国の支援(補助金制度、一定量使用の義務付け：特に元売系統への)が第 1 優先。 

(2)再生基油製造装置の新設は専業メーカーには困難で、元売りの積極的な取り組みが必要：

既存の基油製造装置の活用(水素化製造設備等)も含めて。 

(3)使用済み潤滑油回収システムの構築がマスト。 

(4)再生基油使用の義務付け 

①国策として・・年までに・・％使用：特に元売へ。 

②SDGs の浸透等もありコストも反映した価格帯での販売：補助金による一部コスト補助 

③バージン基油と同様な品質基準の設定。 

(5)総括：すべて国の政策、補助が必要 

①潤滑油需要家の意識向上・啓蒙：分別回収等が向上し、使用済み潤滑油品質管理が容易に。 

②使用済み潤滑油回収システム構築 

③製造装置：元売現行製造装置の活用 

④潤滑油の関係する各協会・学会・会社 

 再生基油品質規格制定、再石油含有潤滑油規格制定、流通網整備等。 

⑤元売主体の再生基油専業組織(会社)設立も必要ではないか。 

K 社 

弊社販売油の内、金属加工油については過去から取り組みを行っておりますが、加工油中の

コンタミを除去が難しく、高コスト、品質の安定が課題となっています。 

また潤滑油回収処理業者から、不定期ながら再生(使用済み)タービンなどが紹介されますが、

品質は安定しません。 

L 社 

基油再生を一つの事業として成立させるには、使用済み基油の収集スキーム、政府の普及に

向けた金銭的な支援、コストダウン(設備油の再生よりも安価での販売になるため)、品質規格

の策定など市場が受け入れる基盤作りが重要かと考えます。 

M 社 

化石燃料の採掘を減らし、同時に消費するエネルギーも低減する意味では、再生基油の使用

に関して推奨、 率先して 使用するべきではあると考えますが、品質、特に再生前の成分含

有による思わぬ不具合の発生が最大の懸念事項。 

しかしながら、品質を一定化した上での 使用可能分野は少なからずあるものと思われます。 

N 社 

弊社では今のところ再生基油の使用は検討しておりません。 

将来的には品質、コスト、流通等の条件がそろい弊社製造製品への影響がない事が確認出来

れば検討する可能性はあります。 

O 社 

燃料需要が今後減少していく中で連産品である基油の需給バランスがどう変化してくのか、

その際に再生基油やその他の基材で供給が賄えるのか、といった見通しなどのテーマについ

て研修会などで取り上げて頂けると参考になります。 

P 社 
使用済み潤滑油のリサイクルと化学合成による基油の製造の両方を今後検討していかなけれ

ばならないと感じています。 

Q 社 

環境省の「脱炭素ポータル」カーボンニュートラルとは  - 脱炭素ポータル｜環境省 

(env.go.jp)によると、2025 年までに「少なくとも 100 か所の脱炭素先行地域」にて各種取組

内容を実施するようです。 

さらに、「脱炭素の基盤」となる「8 つの重点対策」が挙げられています。 

この中で、「潤滑油協会に何ができるか」、今一度、討議する場があった方がいいと思いま

す。とても 1 企業だけでできる話ではないと思います。ただ、企業によって利害が相反する

ことがあり、かつ、他社に先駆けて取り組むことで 1 企業で利益を独占する動きもあるでし

ょう。そんな状況だからこそ、いち早く潤滑油協会から「旗」を上げることで方向性を示す

必要があると思います。その中で、潤滑油業界全体で取り組む課題や、他の業界と協力する

ことがあるか探索しながら、この業界のリーダーシップをとることで、潤滑油協会の存在意

義を世間に PR することも必要ではないか。 
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第3節  国内事業者に対する基油再生に関する取組状況等調査・

分析 

国内の潤滑油製造事業者や潤滑油リサイクル事業者等に対し、基油再生に関する取組状

況等について、情報を収集したので報告する。 

1. 調査の方法 

国内の潤滑油製造事業者や潤滑油リサイクル事業者等 5 法人に対し、Web 会議等によ

るヒアリング調査により実施した。 

2. 調査の結果および分析 

国内の潤滑油製造事業者や潤滑油リサイクル事業者等における基油再生に関する取組

状況等に関し、次の調査結果を得た。 

2.1 全国オイルリサイクル協同組合 

全国オイルリサイクル協同組合は、1986 年に設立された全国再生鉱油連合会と

1995 年に設立された関東再生油業協同組合を統合する形で、2001 年に設立された。

現在、同組合では、再生重油の共同受注、相互融通および適正な回収と処理能力の向

上等を通じて、組合員のリサイクルビジネスを支援する共同事業を行っており、主に、

使用済み潤滑油から日本産業規格(JIS: Japanese Industrial Standards)に適合した再

生重油を製造し、使用済み潤滑油を燃料にリサイクルしている。本調査では、使用済

み潤滑油再生事業者組合として、国内の使用済み潤滑油回収・処理の現状や再生基油

普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、ヒアリング調査を行

った。調査の結果は次のとおり。 

1) 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生基油への使用済み潤滑油再生事業

者組合としての考えや、今後の方向性等について 

「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」の算定・報告・公表制度では原油

換算で年間 1,500kL 以上のエネルギーを使用する企業は温室効果ガス(主に CO2)の

排出量を報告する義務があるが、再生重油については廃棄物の有効利用の観点から

調整後排出量報告で算定対象外にできる優遇措置がある。また、「エネルギーの使

用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では報告対象外のエネルギーとなっている。 
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全国オイルリサイクル協同組合では、使用済み潤滑油を回収し再生重油を製造し

ている業界として、これまではサーマルリサイクルによる廃棄物の有効利用として

の貢献をしてきた。現状、再生重油を使用している業種は、石灰焼成、アルミ溶融、

製紙などの直火焚き工業炉が中心であり、カーボンニュートラルの実現に向けてす

ぐに燃料転換を図ることが難しい環境にある。これらの業種はカーボンニュートラ

ルの実現に向けてすぐに再生可能エネルギーやCO2排出量の少ない燃料に転換する

ことが難しい。再生重油の供給が減少すると、C 重油や石炭など再生重油より CO2

排出量の多い化石燃料の使用量を増やさざるを得ない環境にあるので、基油再生は

カーボンニュートラルの実現に向けての燃料転換や二酸化炭素回収・貯留技術

(CCS：Carbon dioxide Capture and Storage)や二酸化炭素回収・有効利用・貯留

(CCUS：Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)の導入速度に合わせて

取り組んで行く必要がある。しかしながら、昨今の脱炭素、カーボンニュートラル

政策の中で環境省からは、EV 化の動きもありエンジン油は将来的に減少してくる

ことが予想される中、いつまでもサーマルリサイクルではなくマテリアルリサイク

ルを考えるべきではないかとの要請があった。この度関連団体において、使用済み

潤滑油のマテリアルリサイクルを進める方向についての検討を開始した、とのこと

であった。 

2) 基油再生普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、最近の

動向をふまえ、特に重要と考えるポイント等について 

全国オイルリサイクル協同組合では、国内で使用済み潤滑油のマテリアルリサイ

クルを進めるためには、今後下記の課題を解決する必要があるとしている。 

＜排出側＞ 

・基油再生に適した使用済み潤滑油の油種別分別保管 

• 油種別に専用の使用済み潤滑油タンクの準備が必要(現在はカーディーラ

ー整備工場でも一基の地下タンクしか持っていない、ドラム缶での分別保

管になる)。 

• クーラントなどのコンタミ防止のための管理。 

• カーディーラー整備工場、カーショップでは可能かと思うが SS や民間整

備工場でも管理が必要。 

＜回収側＞ 

・基油再生に適した使用済み潤滑油の油種別分別回収 

• 油種別に専用の回収ローリーの用意(コンタミを避ける必要がある)。 
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• 油種別に専用の原料タンクでの保管管理(通常使用済み潤滑油とは別途保

管のためのタンクの増設必要)。 

• 専用タンクの設置場所の確保。 

＜基油再生設備＞ 

誰が設備を保有し基油再生を行うのか。 

(相当大型な設備の設置と稼働が要求される。) 

• 現在の使用済み潤滑油再生リサイクル事業者(共同事業化)。 

• 潤滑油製造事業者と使用済み潤滑油再生事業者(共同事業化)。 

• 精製元売会社の関与。 

• 新規の参入者。 

＜基油再生技術＞ 

• 再生重油としての使用済み潤滑油の再生方法は浄化程度で、欧米のように、

高度なリサイクル技術は確立されていない。 

• 現状は工業用潤滑油のうち比較的扱いやすい作動油などの洗浄・浄化での

リユースの仕組みがかなり定着している。一部に離型剤としてのリサイク

ルあり。 

• 現在、回収され再生燃料化されている使用済み潤滑油は大半が使用済みの

自動車用エンジン油で、添加剤が大量に含まれており、リサイクルには高

度な設備が必要。 

• 海外では使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルが行われているので、海

外の再精製技術を導入するのも一手段。 

＜製造コスト採算性＞ 

• 事業化した場合、各段階で採算性の確保。 

• バージンの基油の流通相場に見合った価格での取引。 

• 回収から製造・流通に至るコストの算定が必要である。 

＜事業化に向けたインセンティブ＞ 

• 国の財政的な支援策(設備投資やリサイクル潤滑油普及のための継続的支

援措置)。 

• 潤滑油使用者の負担(財源確保のための賦課金)。 

• 再生潤滑油の使用の義務づけ(新車張り込みエンジン油他)。 

• 廃潤滑油排出者、回収事業者、製造事業者、再生基油利用者(潤滑油製造事

業者、自動車メーカーなど)の意識改革、協力体制。 
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使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルには解決すべき課題は多く、誰が主導し

てこのテーマを進めて行くのか決める必要がある。潤滑油協会の委託事業において、

海外の基油再生事情を調査中と聞いているので、それらも踏まえ、監督官庁の意向

に沿って、提示した課題をそれぞれの立場から調査、情報入手することを継続しつ

つ、今後も使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルについて、関連団体で継続協議

していきたいと考えているとのことであった。 

2.2 株式会社太陽油化 

株式会社太陽油化は、全国オイルリサイクル協同組合のメンバーであり、産業廃棄

物等の収集運搬・処分および石油製品販売等を行っている。使用済み潤滑油再生事業

者として、2050 年カーボンニュートラル実現に向け、国内で使用済み潤滑油のマテリ

アルリサイクルを進めるための課題や、今後の方向性等について、ヒアリング調査を

行った。調査の結果は次のとおり。 

1) 使用済み潤滑油の収集および再生方法等について 

株式会社太陽油化では、使用済み潤滑油の収集運搬、再生および再生重油の販売

を行っている。使用済み潤滑油の再生工程については、使用済み潤滑油をスラッジ

分離した後、加熱、遠心分離を行い、回転ストレーナーでのろ過を経て、再生重油

として出荷を行っている。 

2) 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生基油への使用済み潤滑油再生事業

者としての考えや、今後の方向性等について 

株式会社太陽油化は、社会的な立場では、使用済み潤滑油を再生基油へ戻すサイ

クルを実現していくのは、SDGs の観点で必要と考えている。ただし、ビジネスお

よび環境負荷の観点において、再生重油を作っている立場からすると、再生重油は

世の中で最も環境負荷を軽減できる燃料油として考えている。もし燃料として、再

生重油に対し国が規制をかけるようになった際は、まず原油から生産した燃料を規

制し、極限まで原油由来の燃料を減らした後に、再生重油の使用量を削減していく、

という順序が正しいと思っており、環境負荷低減のために、再生重油をもっと有効

活用してもらいたいというのが我々の希望でもある、とのことであった。 

同社では、同社において基油再生プラントを設置することができれば話は別だが、

再生基油の製造は潤滑油製造会社等が行うようになると、同社が行える事業として

は、収集運搬のみとなってしまうと考えており、例えば潤滑油業界と一緒になって、

一つのビジネスとして使用済み潤滑油の再生基油を行う、という形であれば一定の
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ビジョンが描けるとは思うが、ただ単に収集運搬だけだと、事業としてはかなり難

しいと感じている。 

同社では、「経済的な側面を考えなければ、使用済み潤滑油の基油再生に向け、

一番実現可能性の高い業界は我々の業界であり、既にタンク、設備、回収のノウハ

ウおよび顧客を有しており、基油再生の装置があれば、ある程度のところまで基油

再生を進めることができる」と考えている。課題となるのは、排出事業者側の分別

指導をどうやって行っていくのかという点で、「使用済み潤滑油には種々のものが

混じっているが、我々としては、それを強制的に分別する技術がないため、排出事

業者に対し、どのように分別指導をしていけるのかが重要であり、今後の課題だと

思う。」とのことであった。同社では、「もう一つ、基油再生に関して懸念される

のは、今後予想される、脱炭素社会による EV 化の進展だと思う。現在、車の使用

済みエンジンオイルが我々の回収量における約 7 割を占めており、例えば車が 50％

EV 化されると、回収量全体で 1/3 あるいは半減してしまう可能性もある。将来 EV

化が進むと、減少した回収量で見合うビジネスモデルがつくれるのかという点も検

討の必要がある。」と考えている。また、「現在、欧州での EV 化が急速に進んで

いるようだが、海外やインドネシア等の状況をみると、そう簡単に内燃機関がなく

なるようには思えない。もし日本において、先に内燃機関がなくなった場合、海外

から使用済み潤滑油を輸入して、日本国内で再生基油を作るといったことも考えら

れないだろうか。」とのことであった。 

3) 基油再生普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、最近の

動向をふまえ、特に重要と考えるポイント等について 

株式会社太陽油化では、日本国内で使用済み潤滑油の基油再生を進めるには、国

の支援やいろいろな業界とのコンソーシアムの設立が必要で、一社とか一業界団体

でできることではないと考えており、同社の将来的な考えとしては、ぜひ潤滑油業

界とともに、コンソーシアムを立ち上げ、基油再生という事業についても、一つの

選択肢として取り組んでいきたいと考え、今後ぜひ協力したいと考えている。また

同社では、使用済み潤滑油からの基油再生プラントについては、最初は、小規模で

行うのがよいと考えており、「日本国内に 1 基設置するのが妥当かもしれない。関

東は使用済み潤滑油の回収量が多いので、コンソーシアムを立ち上げ、国がバック

アップを行い、関東に基油再生プラントを作れば、実現性の高い実証実験ができる

と思う。」とのことであった。また、再生基油の販売に関しては、例えば食品等に

おいて無添加をうたってブランド化し、価格を高く設定した商品同様、再生基油に

ついても、必要なコストを価格に上乗せして販売しても、環境意識の高い人は買う
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ようなマーケットが今後出現するかもしれないと考えている。日本国内で使用済み

潤滑油の基油再生を進めるためには、国の規制や法改正等をすべて織り込みつつ、

小規模なものについて、早急に取り組みを開始すべきと思うとのことで、開始が遅

れると、そこからマーケットを作っていくのは難しいのではないかと考えている。 

4) その他関連する内容について 

株式会社太陽油化では、現在は、環境負荷低減およびコストメリットという観点

から、燃料油において再生重油に注目が集まっているが、将来的には、再生重油も

規制の対象となるのではないかと考えている。このような状況において、使用済み

潤滑油を取り扱う事業者として事業を継続していくためには、2050 年が近づくにつ

れ、昨今提唱されている「道徳的な資本主義」といった方向に進んでいく中で、再

生基油への取り組みは必須の事業になっていくのではないかと思っており、その上

で、問題点として大きく 5 つのポイントを挙げている。 

⚫ 顧客の分別の問題： 

排出事業者側の分別指導をどうやって行っていくのか。 

⚫ 収集と品質： 

今は収集と精製が一体となっているので、ある程度クリアできているが、そ

れが別々になってしまうと、問題が発生する可能性がある。 

⚫ プラントの問題： 

北米では、プラントの建設に 40 から 60 億円、また維持コストが年間 15 億

円という情報もあり、今後コストが大きな課題となる。 

⚫ 国全体としての法規制： 

基油再生を進める上で、どのような法規制が必要になるかの検討。 

⚫ 経済的な支援： 

国からの助成金や再生基油への賦課金等。 

これらの点をクリアにしながら取り組みを進めていかないと、日本国内における

使用済み潤滑油からの基油再生を実現するのは難しいのではないかと考えている。 

2.3 阪和興業株式会社 

阪和興業株式会社では、鉄鋼、非鉄・金属材料、食品、石油・化成品、機械、木材な

どの幅広い商材について輸出入を行っている。再生基油輸入商社として、再生基油製

造・販売事業者等に関する欧米での最近の動きやアジアにおける動向等および、2050

年カーボンニュートラル実現に向け、国内で使用済み潤滑油のマテリアルリサイクル
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を進めるための課題や、今後の方向性等について、ヒアリング調査を行った。調査の

結果は次のとおり。 

1) 再生基油製造・販売事業者等に関する欧米での最近の動きやアジアにおける動向

等について 

阪和興業株式会社では、欧米の情報については、2020 年度から更新できていない、

とのことであった。アジアについては、オーストラリアからアジアへの再生基油輸

出について、自国優先の政策により、東南アジア向けに十分な輸入量を確保できな

い状況となっている。アジア地域において、トランス油等の使用済み潤滑油を輸入

したいとする要望が度々あるが、これは潤滑油の基油としてではなく、燃料に使用

する目的での需要であり、局地的な使用済み潤滑油の需給バランスの変化に過ぎな

いと理解している、とのことである。 

2) 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生基油への商社としての考えや、今

後の方向性等について 

阪和興業株式会社では、2050 年カーボンニュートラルの動きを受け、再生基油等

に関し、顧客からの問合せが増えており、現在、企業単位での動きとなっている。

2050 年カーボンニュートラルの実現に向け、現在、下記原料の探索等を行っている。 

①バイオマス由来の潤滑油基油 

②使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルによる潤滑油基油 

日本国内でのCO2低排出認証制度としてはバイオマスやリサイクル原材料の持続

可能性認証プログラムである「ISCC PLUS 認証」や、生物由来の資源(バイオマス)

を活用し、品質および安全性が関連する法規、基準、規格等に適合している環境商

品に付与される「バイオマスマーク」等があるが、同社では、現在これらについて

検討中である。同社は潤滑油基油を輸入しているが、原料活用の観点から、CO2 低

排出認証制度への取り組みは、日本でも今後必要と考えている。また同社では、バ

イオマス由来あるいはマテリアルリサイクルによる潤滑油基油は、サプライチェー

ン排出量におけるスコープ 3(SCOPE3)の下記カテゴリーに寄与すると思う、として

いる。 

カテゴリー1：購入した製品・サービス 

カテゴリー4：輸送、配送(上流) 

カテゴリー12：販売した製品の廃棄 

バイオマス由来の基油は欧米で商業化されているが、原油由来の基油と比べると、

価格が数倍となるため、現時点では、経済的には成り立たっていないため、今後の
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普及に向けては、法規制等が必要になると考えている、とのことであった。一方、

使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルによる基油については、原油由来の基油と

比べても価格ベースで遜色ないものと考えている。BCP の観点では、原油供給に対

するセキュリティの面やコロナウイルス感染拡大等もあり、使用済み潤滑油のマテ

リアルリサイクルは有効と考えており、また今後法制化が予定されている、経済安

全保障の観点でも、日本国内での使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルは重要と

なる、とのことであった。これまで潤滑油基油は原油から燃料を製造する過程にお

ける副生成物として生産されてきたが、今後は、EV 化等により世界的に原油処理量

が減少するのは確実であり、従来通り需要に見合うだけの鉱油系基油が確保できる

とは限らない。また鉱油系基油が化学的に目的生産されるようになれば、PAO やエ

ステル等と同等の価格水準となる事も想定される。使用済み潤滑油のマテリアルリ

サイクルによって、再生品を作れるということになれば、使用済み潤滑油が、一種

の都市鉱山のような側面を持つようになるかもしれない、と同社では考えている。

潤滑油基油供給不足の状況をみると、2020 年 6 月以降、基油の国際指標である ICIS

価格は、10 か月で Group I で約 3 倍、Group III で約 1.6 倍となった。要因のひと

つとして、世界的なコロナウイルス感染拡大状況を受けた航空需要の落ち込みによ

り、航空ジェット燃料の生産量が減少したことで潤滑油基油の需給バランスが崩れ

たこと等が挙げられる。同社では、国内大手元売り会社の製油所閉鎖も、潤滑油基

油の供給に対して今後影響があるものと考えている。潤滑油基油の生産に関し、今

後は、製油所以外の生産ソースも一定量必要だと思う、とのことである。 

3) 基油再生普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、最近の

動向をふまえ、特に重要と考えるポイント等について 

阪和興業株式会社では、今後の基油再生普及については、前報 1)にもあるように、

使用済み潤滑油からの再生基油に関する JASO 規格化等が重要と考えている。再生

基油について興味を持っている顧客も多く存在しているため、同社では、今後は、

どのような技術を用いて日本における使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルを進

めていくかということも重要ではないか、と考えている。 

国内での使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルに関しては、国内大手元売り会

社以外では、1 社で進めていくことは難しいと思う、とのことであった。また再生

基油の普及については、国からの補助金や購入者に対する賦課金の制度を設けるこ

とも検討する必要があることから、同社では、リサイクル品に対する国からの助成

金なども効果的かもしれない、と考えている。 
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2.4 三共油化工業株式会社 

三共油化工業株式会社では、連続常減圧原油蒸留装置と高圧・高温水素化精製装置

を用いて、ナフテン系基油の製造を行う事業とともに、外部よりパラフィン系基油を

購入し自動車用および工業用潤滑油等の高級潤滑油製造の事業を行っている。精製装

置を有する潤滑油製造事業者として、2050 年カーボンニュートラル実現に向け、国内

で使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルを進めるための課題や、今後の方向性等に

ついて、ヒアリング調査を行った。調査の結果は次のとおり。 

1) 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生基油への潤滑油製造事業者として

の考えや、今後の方向性等について 

三共油化工業株式会社では、ナフテン系基油の精製プラントを有しているが、国

内向けでは、金属加工油、プロセス油、印刷インキ油、グリース、アスファルト、

タイヤ用ゴムプロセス油等の用途向けとなっており素材として使用されているため、

一般的なパラフィン系基油の再生対象ではない。絶縁油原料としても出荷している

がほとんどが輸出であり国内での再生の議論対象外と考える。外部よりパラフィン

系基油を購入し製造する高級潤滑油(自動車用、工業用潤滑油など)は受託製造がほ

とんどで、自社ブランド製品はわずかである。本年度のアンケート調査については

ナフテン系基油製造事業者の立場ではなく、高級潤滑油ブレンド製造事業者として

回答している、とのことであった。 

北米では、使用済み潤滑油の基油再生が経済的にも成り立っているようだが、基

油再生が CO2削減につながるか、という点については、同社では、使用済み潤滑油

の回収に、回収車の運行が必要となることや、基油再生のための特別なプラントを

稼働させる必要があること等より、懐疑的に考えている。今後、製油所の稼働が低

下し、潤滑油の原料である減圧軽油(VGO： Vacuum Gas Oil)の生産量低下に伴い、

潤滑油基油を節約する必要性から、使用済み潤滑油の基油再生を進める必要がある、

という事態になったとしても、潤滑油の基油としては、合成油や GTL など別の選択

肢もあるため、同社では、国内における使用済み潤滑油の基油再生については、日

本国内における LCA による CO2 削減効果もしっかり検討する必要があると考えて

いる。 
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2) 基油再生普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、最近の

動向をふまえ、特に重要と考えるポイント等について 

三共油化工業株式会社では、既存潤滑油基油生産設備を使用済み潤滑油の基油再

生へ転用することについては、新たに再生基油の生産設備を新設するよりも、コス

トを下げるメリットはあると思う、としている。 

同社では、同社の連続常減圧原油蒸留装置と高圧・高温水素化精製装置は装置構

成の観点からは潤滑油基油再生に向いているかもしれないと考えている。さらに、

現在行っている事業をやめ、既存設備を使用済み潤滑油からの再生基油生産のみに

特化すれば、再生基油を製造すること自体は可能であると考えている。ただし、同

社はインフラに関わる商品を生産しているので、現状では事業転換を行うことはで

きない。現在の新型コロナウイルス感染拡大状況下においても、操業を止めないよ

う努力を続けている。2011 年の東日本大震災の際には、「新聞の印刷ができなくな

るため、印刷インキ油の生産を止めないでほしい、との要望も受けた。」としてい

る。また同社は、触媒の問題、貯蔵タンクなどオフサイトの問題、もあり現行の事

業稼働中に、例えばブロック運転での潤滑油基油再生実証実験は不可能としており、

将来的に、同社設備を使用して、実証実験、事業転換を行うとしても、同社の水添

装置は、設置から一定の年数を経ているため、改修等が必要となるとしている。も

し、再生基油製造プラントを一から立ち上げるとすれば、それなりの補助金や施策

が必要となるのではないかとのことであった。 

3) その他関連する内容について 

三共油化工業株式会社では「添加剤については、2021 年初めの北米寒波による影

響で需給がひっ迫している。また Group III 基油についても、需給がひっ迫してい

る状況なので、BCP という観点では、再生基油への取り組みも今後必要となるかも

しれない。再生基油の製造プラントを、もし新たに建設する場合は、使用済みエン

ジン油を多く回収可能な、京浜地区や関西地区の遊休地を利用するのがよいと思う。

2050 年カーボンニュートラル実現に向けた EV の普及等により、今後、特に欧州、

中国およびインドなどでは、内燃機関用エンジン油の需要が減少するものと予想し

ている。国内における潤滑油の需要状況についても、引き続き注視する必要がある。」

と考えている。 
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2.5 谷口石油精製株式会社 

谷口石油精製株式会社では、国内で唯一となる、ナフテン系原油の蒸留精製による

高圧絶縁油の製造および溶剤抽出精製された基油を脱酸蒸留で精製した潤滑油等の製

造を行っている。精製装置を有する潤滑油製造事業者として、2050 年カーボンニュー

トラル実現に向け、国内で使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルを進めるための課

題や、今後の方向性等について、ヒアリング調査を行った。調査の結果は次のとおり。 

1) 2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生基油への潤滑油製造事業者として

の考えや、今後の方向性等について 

谷口石油精製株式会社では、潤滑油製造事業者の立場としては、使用済み潤滑油

からの基油再生において、基油の性能として、Group I、II、III のどこまでを目指

すのか、が重要になると考えている。要求されるグレードによって、使用済み潤滑

油からの再生基油製造に必要な装置も変わってくる。欧州で生産されている再生基

油について、水素化精製装置や特殊な装置が必要なのか、等についても興味がある

とのことであった。 

同社は、水素化精製装置を所有していないため、使用済み潤滑油からの基油再生

において、Group II や III 基油の製造は現状では実施不可能である。ただし、今後

の状況次第では、国からの補助金等により、水素化精製装置等を導入し、Group II

や III の基油を作っていくか等について検討を行いたいと思う。前向きに捉えてい

きたいと考えている。また、使用済み潤滑油からの基油再生では、混入している金

属や水分等を「回収段階で取り除けるか」や「前処理の手間が省けるか」等がコス

ト面から重要と考えている。なお、再生基油の工業用潤滑油への適用、特に作動油

への適用については、関心を持っている、とのことである。 

2) 基油再生普及に向けた国へのサポートの要望や期待される効果について、最近の

動向をふまえ、特に重要と考えるポイント等について 

谷口石油精製株式会社では、「自動車メーカーからの要望等により、国内で工場

充填する潤滑油の基油が再生基油になったら、再生基油による潤滑油製造を行わざ

るを得なくなる。今後、検討を行ってほしい。再生基油による潤滑油製造について

は、コストの問題が存在すると思う。製造過程での補助金や助成金、あるいは最終

製品への補助金の有無は、再生基油の普及に対し大きな効果がある。再生基油の普

及に向けては、再生基油の品質の安定が重要である。また、自動車・機器メーカー

による再生基油使用の許容等、再生基油の使用に関する雰囲気の醸成も重要である
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と思う。」と考えている。また、SDS の表記をどうするか等についても、検討が必

要と考えている。 

3) その他関連する内容について 

2050 年カーボンニュートラル実現に向けた EV の普及等により、ガソリン等の燃

料の生産が減少すると予想されている。 

谷口石油精製株式会社では、「長期的には、内燃機関用エンジン油の生産量も減

少するものと考えているが、潤滑油基油の原料として原油を使わないとすると、何

を潤滑油基油の原料として用いるかが重要となる。カーボンニュートラルな基油と

しては、再生基油の他、e-fuel やカーボンニュートラル GTL も選択肢のひとつとし

て考えられる。製品の価格面を考慮すると、燃料より潤滑油基油への適用の方が将

来的に有望かもしれない。なお、EV にも、モーター冷却やギヤボックスに潤滑油が

使われているので、潤滑油も必要となる。」と考えている。 

また、「2050 年カーボンニュートラル実現に向け、国内での基油再生システムが

必要なら、前倒しが不可欠となる。2050 年まで、あと 30 年として、直近の 10 年で

回収システムの確立や再生基油製造プラントの建設等を行わないと間に合わないの

ではないか。なお、個人的には、EV が増えてもよいと考えているが、今後注視すべ

きは、中国の動向ではないかと思う。10 年ほど前に中国へ転勤していた頃、田舎で

もタクシーが EV 化されていた。中国では、エンジン技術において日・欧に勝てな

いため、国策として EV 化を進めているものと認識している。最近、カーボンニュ

ートラルで活発化している、引き続き動向を注視している。」とのことであった。 

第4節  欧州等事業者に対する調査・分析 

欧州等の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対して、①基油原料

の多様化に向けた取組状況、②基油再生の現状、③最新の基油再生技術および④法規制の

動向等について、情報を収集し、我が国と欧州等における基油原料の多様化および再生基

油に関する取組状況を比較した。 

1. 調査の方法 

欧州等の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対して、①基油の

多様化に向けた取組状況、②基油再生の現状、③最新の基油再生技術および④法規制の

動向等について、ヒアリング、電子メールおよび Web 会議等の手段により情報収集を行



 

 －34－ 

った。なお、使用済み潤滑油に対する欧州各国の法規制およびプログラムの動向等につ

いては、2020年3月に発行されたEUの調査レポート“Study to support the Commission 

in gathering structured information and defining of reporting obligations on waste 

oils and other hazardous waste" 2)も参考にした。 

2. 調査の結果および分析 

欧州を調査対象とし、次の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に

対して、Web 会議による面談を実施した。 

⚫ Independent Union of the European Lubricants industry (UEIL) 

欧州潤滑油産業連合。 

⚫ Groupement Européen de l’Industrie de la Régénération (GEIR) 

欧州潤滑油産業連合の再精製産業部門。 

⚫ Avista OIL AG(ドイツ) 

米国と欧州に再生工場を有する基油再生事業者の欧州部門。 

⚫ Puraglobe 

ドイツの基油再生・潤滑油販売事業者。 

⚫ Itelyum Regeneration Srl 

イタリアの基油再生・潤滑油販売事業者。 

また、次の事業者に対しては、Web 会議での面談による情報入手ができなかったため、

Web による情報収集を行った。 

⚫ LPC S.A.  

ギリシャの基油再生・潤滑油販売事業者。 

2.1 Web会議による面談でのヒアリング結果およびWebでの調査結果 

1) Independent Union of the European Lubricants industry (UEIL) 

UEIL(欧州潤滑油産業連合)は、欧州の潤滑油産業を代表しており、特に自動車お

よび産業部門に不可欠な潤滑油および金属加工油を製造する中小企業および独立企

業も加入している。35 のメンバーを通じて、製造、流通からリサイクルまで、潤滑

油のバリューチェーン全体をカバーし、450 社を超える企業と 100,000 人の従業員

を代表している。1963 年に創設され、1973 年から現在の組織になっている。フラ

ンスパリに 40 年以上拠点を置き、2005 年にブリュッセルに移転した。 
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UEIL の基本的役割は、業界に影響を与える問題について EU 立法機関に対する

業界代表で、さまざまな深刻な問題について問題解決にあたってきた。GEIR は

UEIL の組織の一部であり、GEIR のトップも UEIL 役員を務めている。UEIL の

組織では特に、2020 年 6 月に発足したサステナビリティ委員会が重要な役割を果た

している。目的は、欧州の潤滑油業界における持続可能性を定義、開発、測定する

ためのガイダンスを提供し、潤滑油業界の持続可能性に関する誤解に対処し、EU お

よび国際レベルでの持続可能性に関する継続的な議論に参加することとされている。

2 つの環境ワーキンググループ(カーボンフットプリントとエネルギー効率)、社会と

経済のワーキンググループ(製品のリサイクルの可能性を含む)および持続可能性コ

ミュニケーションワーキンググループの 4 組織からなり、活動を行っている。 

 

図 1-8. UEILサステナビリティ委員会(出典 文献 3) 

サステナビリティ委員会の活動において、UEIL は、特にサーキュラーエコノミ

ーとプロダクトライフサイクルへの取組みを重視している。サーキュラーエコノミ

ーは、廃棄物や汚染を段階的に削減し、製品や材料をできるだけ長く使用し、自然

のシステムを再生するという原則に基づいている。 
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図 1-9. サーキュラーエコノミーの概念図(文献 3の一部に和訳を追加) 

プロダクトライフサイクルには次の 3 つのスコープが考えられるとしている。 

⚫ ゆりかごからゲートまで：資源採取から工場出荷までのプロダクトライフサ

イクルの部分的な評価 

⚫ ゆりかごから墓場まで：資源採取から使用済み製品の廃棄までの直線的なプ

ロダクトライフサイクルの完全な評価 

⚫ ゆりかごからゆりかごまで：耐用年数を終えた製品が元の原材料や製品に再

生されたり、再利用されたりする循環型のプロダクトライフサイクルを完全

に評価すること 

また、UEIL から当協会へ、次のような意見および提案があった。 

⚫ サーキュラーエコノミーについて、UEIL の歴史は古く、欧州で使用済み潤

滑油を再精製して基油を製造し潤滑油として再利用し始めたのは、およそ半

世紀前に遡る。使用済み潤滑油の再精製は、温室効果ガス(特に CO2)の削減に

寄与するので、日本の潤滑油業界も潤滑油から潤滑油への SDGs を掲げ、サ

ーキュラーエコノミーを実施してはどうか。 

⚫ 欧州全体で、使用する基油の 13％はすでに再生基油を使用しており、イタリ

アなどでは 30％に達している。回収した使用済み潤滑油の半分以上は、再生

基油として欧州域内では流通している。油種によっては、例えば絶縁油は、

再精製が最も容易で、すでに欧州全体で 30〜40％が再精製絶縁油として使わ

れ、品質も原油由来の絶縁油と同等と IEC は認めている。欧州と同じく、資

源を輸入している日本は、すぐにでも検討する課題だと思う。UEIL として

も潤滑油協会に対する協力は惜しまない。 

Raw Materials(原料) 

 ↓ 

Product Design(製品デザイン) 

 ↓ 

Manufacture(製造) 

 ↓ 

Distribution(流通) 

 ↓ 

Use Phase(使用) 

 ↓ 

Collection(収集) 

 ↓ 

Recycling(リサイクル) 

 ↓ 

Residual Waste(残留廃棄物) 
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⚫ まず、イタリアの使用済み潤滑油の回収システムを調査してはどうか。また、

再精製技術については、AVISTA、PURAGLOBE および ITELYUM が代表

的な再精製プロセスを持っているので、その中から学べば良いと思う。潤滑

油業界全体で再生基油を使用した潤滑油を使用者側に PR し販売する努力も

大切である。政策的にサーキュラーエコノミーを推進することが必要となっ

た今は、政府が主導して、関係する業界団体を政府と共にイタリアのように

コンソーシアムを設立することが重要である。 

なお、UEIL から紹介のあった再精製プロセスの専門家に本調査への協力を要請

した。 

2) Groupement Européen de l’Industrie de la Régénération(GEIR) 

GEIR は、欧州廃油再精製産業協会で、欧州の潤滑油業界団体である UEIL の傘

下にある最大組織である。GEIR メンバー企業は、欧州全土で使用済み潤滑油の回

収をサポートし、使用済み潤滑油を原料として再精製することに積極的に取り組ん

でいる。GEIR で扱う使用済み潤滑油は、欧州全体の 80%を占める。本部はブリュ

ッセルにあり、欧州の公式機関(委員会、評議会、議会) と連絡を取り、都度業界を

代表して情報交換を行なっている。 

使用済み潤滑油の収集とその再精製は、再精製によって使用済み潤滑油が未使用

の油に戻るため、再精製された基油が潤滑油の配合に再び使用されることで、サー

キュラーエコノミーとして機能する。これにより、化石燃料の消費量削減と CO2排

出量削減に大いに貢献している。GEIR は、このサーキュラーエコノミーを日常業

務として遂行・推進する団体であり、使用済み潤滑油を再精製し、今日では、原油

由来のバージン基油と遜色ない品質の基油を製造するまでに至った。価格レベルも

API の同一グレードの基油とほぼ同じ価格で販売するまでになった。GEIR メンバ

ー企業を表 1-3 に示す。 
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⚫ 従来の原油由来のバージン基油と使用済み潤滑油の再生基油を比較したとこ

ろ、製造過程で排出される CO2量は 50％以上削減されることが、いくつかの

LCA で確認されている。 

⚫ 原油由来のバージン基油 1L を製造するのに、原油は約 100L 必要で、使用済

み潤滑油のほとんどが再生基油になることから、原油輸入量の削減にも貢献

する (70 百万〜150 百万ユーロ/年) 。 

⚫ 再精製工場を稼働することによる Green Job も創出することができた。 

 

報告書「廃油から基油への再生のための LCA(2018)」が IFEU により 2018 年に

発行された 5)。本報告書は、GEIR が IFEU に委託したもので、2014 年の欧州の再

生能力の 3 分の 2を占める、4 つの企業の再生技術に焦点が当てられている。本 LCA

のテーマは下記のとおり。 

⚫ 欧州における廃油管理分野の現状と、過去 10 年間の主な進展 

⚫ 4 つの先進的な再生技術について、環境への影響や一次製品の代替によるメ

リットを考慮したモデル化 

⚫ 検討された 4 つの先進的な再生技術の平均的な結果を、欧州で最も重要な廃

棄油の代替処理である参照ケースと比較 

⚫ 最も重要なパラメータを透明性のある方法で開示 

⚫ 以下の代表的な 4 社の再生基油製造技術を紹介 

AVISTA(グループで処理量 17.5 万トン)  

LPC SA(基油生産量 3.8 万トン)  

PURAGLOBE(廃油処理量 16 万トン) 

VISCOLUBE(現在は ITELYUM) 

廃油処理量 12 万トン、基油製造量 8 万トン) 

⚫ バージン基油と再生基油の環境への影響を比較 

⚫ 再生基油と加工燃料の比較 

本報告書の LCA に関する内容については、第 3 章で報告する。 

GEIR は EU の廃油枠組み指令 2008/98/EC に基づき、より多くの使用済み潤滑

油を収集し、毎年高い目標を設定し、回収率向上にも努めている。2025 年までに、

各加盟国で生産され収集可能な使用済み潤滑油を 100％収集することや、すべての

加盟国で生産され収集可能な使用済み潤滑油を 85％再精製することを目標として

掲げている。 
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欧州委員会が 2023 年後半に廃棄物枠組み指令を見直す提案を採択することが期

待されており、GEIR では、廃棄物枠組み指令改正に関し、廃油の EU 再生目標を

策定することを積極的に提唱している。なお日本の現状に対し、GEIR 関係者から

次のような意見があった。 

⚫ 使用済み潤滑油の再利用について、日本は回収率が欧米に比べ低いが、数量

がまとまっている。 

⚫ EU潤滑油業界では 20年以上前からサーキュラーエコノミーについて活発に

議論してきた。GEIR ではまさにその活動を行い、実践し、実績を上げてきた

ものと自負している。 

⚫ GEIR は、長年関係各国と話し合い、使用済み潤滑油を適正な回収およびチ

ェック方法を確立した上で、再精製できる原料を再精製工場で基油にし、マ

テリアルリサイクルを実践することこそ、サーキュラーエコノミーを実現し

ているものと自負している。 

⚫ 各国の法制度についても踏み込んで話し合いを行なっており、共通した意見

として、近い将来、加工燃料に対する締め付けはますます厳しくなり、回収

率の向上と再精製技術をさらに進化させ、バージン基油の比率を下げ、再生

基油を増産することが、資源問題と環境問題を考える上でますます重要とな

ってくると考えている。 

⚫ 今後は、イタリアモデルのように関係省庁が深く関わりを持ち、関係する業

界とともにコンソーシアムを作り、潤滑油の製造・販売でコンソーシアムの

運営資金と一連のサーキュラーエコノミーを回し続ける仕組みを作ることが

重要であると思う。 

⚫ 日本のように再精製設備の新設が必要であれば、政府がイニシアチブをとっ

て設備を導入していかなければ、早期に日本の潤滑油業界におけるサーキュ

ラーエコノミーは実現しないのではないか。 

3) AVISTA OIL AG 

AVISTA OIL は 1951 年に設立された歴史のある使用済み潤滑油再精製会社で、

常に欧州の再生基油業界をリードしている。欧州最大の再精製業者であり、使用済

み潤滑油の総投入量は 25 万トン/年。ドイツとデンマークに再精製工場があり、米

国でも再精製工場を運営している(投入能力 16 万トン/年)。米国では、Group II+/III

基油を製造し、欧州では Group I+の再生基油を製造している。 

使用済み潤滑油中の合成基油も年々増加しており、AVISTA OIL の再生基油は品

質も向上している。欧州の AVISTA OIL は水素化処理のような高エネルギー消費技
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術を使用せず、同種の他の技術と比較して CAPEX(設備投資)と OPEX(ランニング

コスト)、および CO2排出量の削減においてもかなりの利点があるとしている。 

 

図 1-10. AVISTA OIL のサーキュラーエコノミー概念図(出典 文献 6) 

AVISTA OIL の再精製工場設備投資金額は不明であるが、同社では、水素化処理

を行う再精製工場と比較して設備投資額はかなり低く、投資しやすいというメリッ

トがあり、従来のバージン基油精製工程と比較して CO2を 30％削減し、かつ、Group 

I から Group III(米国工場)まで市場のニーズに応じた再生基油の供給を可能にする

優れた技術であることを強調している。再精製に使用する溶剤も再精製して繰り返

し使え、廃棄物を一切出さない工場として操業を続けている。なお、同社の技術に

ついては「2.3 最新の基油再生技術」で報告する。 

4) PURAGLOBE Inc. 

PURAGLOBE の SYNTAINICS 基油は世界初の Group III 再生基油として 2017

年ドイツで、2020 年米国で製造を開始した。この 2 工場は、製造工程も同一で各工

場 10万トン/年Group III基油を製造する。(2017年ドイツ工場は当時の金額で 1500

万ユーロを投資してGroup II基油製造からGroup III基油製造へ切替えを行ってい

る)。同社の Group III 基油は、日本の代表的な自動車メーカーのエンジン油の基油

としても採用されたとのことである。同社は 2000 年代初頭に、Honeywell UOP 

HyLube™および HyLubeSAT™テクノロジーを使用して、使用済みオイルを高度な

新しいオイル(Group II 基油)に変換する独自の製法を開発した。同社はそれ以来、

独自技術を開発し、使用済み潤滑油を Group III 基油に再設計すると同時に、CO2
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排出量を削減し、ゼロウェイスト精製を実現している。なお、同社の技術について

は「2.3 最新の基油再生技術」で報告する。 

同社は UOP からライセンスを受けているが、このライセンス料は、相当高額で

はないかと言われている。しかしながら、PIRAGLOBE は、Group III 基油の価格

は安定的に高く、投資金額に十分見合うマージンが取れており、再精製技術の中で、

同社技術は、CO2排出量削減に一番効果を発揮することが、第 3 機関(IFEU)により

証明されていることからも、現状、同社技術が世界最先端であると考えられる。 

例えば、2019 年度の全国オイルリサイクル協同組合が出した推定値 1)によると、

日本の回収業者が回収した使用済み潤滑油は 60 万 kL で、この使用済み潤滑油をす

べて、PURAGLOBE の工場で処理した場合、バージン基油を製造するケースと比

較して、71.4 万トンの CO2を削減することができると推計される。(上述 IFEU で

実施した LCA から試算)。PURAGLOBE 社長から同社が製造中の Group III 基油

の採算性について次のような回答が得られた。 

⚫ 使用済み潤滑油から得られる Group III 基油の収率は 70％で、現在

PURAGLOBE が生産する基油は 20 万トンだから、29 万トンの使用済み潤

滑油を処理する必要がある。使用済み潤滑油はすべて欧州から調達しており、

使用済み潤滑油の価格は原油価格の 50％程度である(図 1-11.参照)。 

⚫ 現状のブレント原油価格(76.5 ドル/バレル = 570 ドル/トン)から使用済み潤

滑油が、285 ドル/トンで取引されているとすると、PURAGLOBE の原料価

格は、83 百万ドルで、同社では、1,300 ドル/トン(米国ではさらに高く取引さ

れているとのこと)で Group III 基油を販売していることから、売上は、およ

そ 260 百万ドルとなる。 

⚫ 一方、加工燃料を製造する場合、2021 年 4Q に欧州でおよそ 450 ドル/トン

で販売され、収率が 85％とすると、売上は、112 百万ドルとなる。 

⚫ この Group III 基油の製造は、まさにサーキュラーエコノミーを創出し、温

室効果ガスの大幅な削減に寄与し、かつ副生成物もすべて無駄にすることな

くリサイクルし、精製に使用する触媒すらも再精製し繰り返し使用している、

いわゆる ZERO WASTE TREATMENT を実践している。(燃料も水素を使用

している) 

⚫ 工場の投資は 4 年で回収する計画である。なお、PURAGLOBE は、自動車

用使用済み潤滑油を主原料としており、使用済み潤滑油の入手ソース(すべて

欧州)の確保も十分できている。 
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⚫ 今後、Group III 以上の基油も精製し、高性能基油のトップランナーを目指

す。 

なお PURAGLOBE は、近い将来には、使用済み潤滑油の燃焼が禁止される可能

性のあることに触れ、日本もその例外ではないと警鐘を鳴らしている。機会があれ

ば、日本へ立ち寄り、日本政府はじめ関係者へ、使用済み潤滑油の再精製含め、今

後の動向について説明することにも言及している。 

 

 

図 1-11. 使用済み潤滑油、原油、基油(Group I)販売価格推移(出典 文献 7) 

5) ITELYUM Regeneration S.p.A. 

ITELYUM は 2019 年に Viscolube、Bitolea を買収し設立された。Viscolube は

再生基油、Bitolea は再精製溶剤を専門に扱う企業であった。Viscolube は 1963 年

に設立された歴史ある再精製企業で、イタリアに 2 ヶ所ある再精製工場は 20 万ト

ン/年の使用済み潤滑油処理能力がある。 

Viscolube は、独自の技術 Revivoil(特許取得済)を持っており、Group I+、II+基

油を製造している。同社の技術については「2.3 最新の基油再生技術」で報告する。

なお、使用済み潤滑油の回収システムが世界で最も進んでいる国はイタリアである

との情報を得たため、イタリアの使用済み潤滑油の回収システムについて詳細に調

査を行った。調査内容は「2.4 欧州での使用済み潤滑油に対する環境規制や各国の

プログラムの動向等の現状および今後の方向性最新の基油再生技術」で報告する。 
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6) LPC S.A. 

1981 年に設立され、1985 年に STP の再精製技術を導入し、使用済み潤滑油の再

精製を開始している (薄膜蒸留、水素化精製、当初 2.5 万トン/年、現在は 3.8 万ト

ンへ拡張)。使用済み潤滑油の再生率を高めると同時に、環境の保護に特に重点を置

くことでその使命を果たし、ギリシャの廃棄物管理(収集リサイクル)に貢献してき

た。LPC S.A.は、Eco Management and Audit Scheme(EMAS) に登録されている

潤滑油とオイルの加工分野でギリシャ最初の企業として認証されている。同社ホー

ムページには、使用済み潤滑油を原料とした再生基油製造プロセスが掲載されてお

り、GEIR のメンバー企業として、水素化精製を行っている模様。なお、この設備

はかなり古く老朽化が進んでいるため、今後さらに改修工事を予定しているとのこ

とである。 

 

図 1-12. LPC S.A. 再精製プロセス概念図(出典 文献 8) 

 

2.2 基油の多様化に向けた取組状況および基油再生の現状 

1) 使用済み潤滑油について 

EU では、従来からの統計調査で、年間の潤滑油の販売数量に対する使用済み潤

滑油の発生数量は、45％から 55％(使用済み潤滑油の理論生産率という)の範囲内に

入っており、また、販売数量に対して回収される量は EU 平均でおよそ 43％と計算

されている。回収率は国によってばらつきはあるが、65％〜95％となっている。EU
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委員会は、2020 年から潤滑油の販売、使用済み潤滑油の理論量、収集量、および処

分(燃焼、燃料生産、再精製)の詳細な数値を含む年次報告書を作成することを加盟国

に義務付けている。地球環境保護のためにも、使用済み潤滑油の回収率を上げるこ

とは重要で、各国 100％を目標に取り組んでいる。回収率の低い国については、財

政支援により加速させる努力もしている。再精製業界を支援するために、一部の国

(スペイン、イタリア、デンマーク、ポルトガルなど)では、潤滑油販売業者が市場で

販売する際に 1L 毎に一定の金額を潤滑油購入者に支払ってもらい、その金額を財

源とする財政支援システムを導入している。この財源は、政府メンバー、潤滑油販

売業者、関係団体などがコンソーシアムとなり、回収業者や再精製業者に起こりう

る損失をサポートする仕組が作られている。また、この組織内で回収された使用済

み潤滑油は、再精製業者(再生基油を製造)へ配送することが義務付けられている。な

お、他の業者へ使用済み潤滑油を販売することはできない。 

GEIR は、ライフサイクルアセスメント(LCA)によって、全体的な環境結果を改善

することができない限り、発生した使用済み潤滑油は、回収率を高め、再生基油の

製造を最優先するとしている。図 1-13 は、2014 年の欧州における使用済み潤滑油

の利用状況で、42%は再生基油を製造していることがわかる。また、13%再精製用

に輸出されているので、55%の使用済み潤滑油が再生基油になっていると推定され

る。また、31％は加工燃料*として使用されている (*加工燃料は再精製していない

燃料)。 

GEIR では、使用済み潤滑油の回収率を引き上げ、かつ、再生基油比率を年々引

き上げる活動をしている。再精製された基油は、バージン基油と同様に、元使用さ

れていたあらゆる油種に戻されて使用されていることもヒアリングで確認した。自

動車メーカーの認証を受けているケースもあった。 
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図 1-13. 2014年の欧州における使用済み潤滑油の利用状況(出典 文献 5) 

2) 基油再生の現状 

再生基油の製造技術は年々向上し、API 基油分類で、Group I、Group II、Group 

II+、Group III まで使用済み潤滑油から基油を製造している。再生基油の品質と信

頼性は過去 20 年間で大幅に改善され、原油由来のバージン基油と比較して遜色な

く、自動車産業をはじめ、多くの産業機械に使用する潤滑油基油として使用されて

いる。再生基油とバージン基油が市場で、使い分けられているわけではなく、対等

に市場で使用されていることも判明した。現状、Group I、Group II はバージン基

油と比較して若干低い価格であるが、年々価格差は縮まり直近ではほとんど変わら

ない水準になっている。Group III 基油は、価格差は全くなく、カーボンフットプリ

ントの関係でむしろ好んで使われるケースが増えてきた。今後、GEIR では、潤滑

油ブレンダーが、カーボンフットプリントの利点から、バージン基油に比べ、再生

基油を割高で購入するケースが増えてくると想定している。 
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図 1-14. 欧州における潤滑油および使用済み潤滑油のリサイクル市場規模(出典 文献 9) 

図 1-14 は、GEIR が取りまとめたもので、2014 年に販売した潤滑油 430 万トン

の中身を分析したものであるが、使用された基油を分類したところ、EU 全体で、バ

ージン基油 87％(330 万トン)に対し、再生基油を 13％(50 万トン)使用している。

European Green Deal 政策やグリーン調達などの考え方から、GEIR は、今後、政

策的に公共施設や公共交通機関などをはじめ、多くの企業・団体が、優先的に再生

基油を使用した潤滑油を使うものと期待している。欧州の再精製工場のマップを図

1-15 に示す。 
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図 1-15. 欧州における再精製工場マップ(出典 文献 9) 

また、表 1-4 に示したように、欧州の再生基油製造は 24 企業で、28 工場となっ

ている。工場は、操業 30 年以上のものから最新の工場まであるが、古い工場でも改

修や設備増強を繰り返し、現在各社で生産されている基油の品質は、原油由来の基

油と遜色ないレベルに達しているとのことである。欧州における使用済み潤滑油の

再精製工場は、圧倒的に Group I 基油を製造していることがわかるが、Group I 基

油は、今後ますます使われなくなり、世界の趨勢をみると、新規の再精製工場は、

Group II、II+、III 基油の製造へと切り替わっていくものと想定している。表 1-5 に

示したように、世界中の Group I 基油製造工場は閉鎖する傾向があり、今後も閉鎖

の波は続いていくと考えられる。 
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表 1-5. Group I 基油工場の閉鎖(出典 文献 7) 

 

欧州における使用済み潤滑油のマテリアルフローについて、GEIR 等からヒアリ

ング結果をもとに取りまとめた内容を図 1-16 に示す。 

 

 

図 1-16. 欧州における使用済み潤滑油マテリアルフロー 

Re-refined

base oil

1.05million kL

(25%)

Generated

Used Lubricating Oil

Raw material

for re-refining

Other

re-refined

products

2.07million kL

(49%)

1.11million kL

(26%)

0.06million kL

(1%)

Data Year： 2018 (GEIR) Treated to Fuel

Direct use

(Fuel, LO, Raw materials, etc.)

0.40million kL

(14%)

0.37million kL

(9%)

Direct use

(Fuel, LO, Raw materials, etc.)

0.18million kL

(4%)

Collected

Used Lubricating Oil

Using

 2.18million kL

( 51%)

Sales Volume

USER

4.25million kL

(100%)

 1.70million kL

(40%)
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図 1-16 から明らかなように、欧州では 170 万 kL の使用済み潤滑油が回収され、

105 万 kL が再生基油になっている。回収された使用済み潤滑油の 62％が再生基油

になっており、北米を大幅に上回っている 

2.3 最新の基油再生技術 

欧州における使用済み潤滑油の再精製工場は、Group I 基油を製造する工場が多

く、次いで Group II 基油となっている。Group I 基油は、今後ますます使われなく

なり、世界の趨勢をみると、新規の再精製工場は、Group II、II+、III 基油の製造

へと切り替わっていくものと想定される。なおドイツでは、Group III の基油を生産

するプラントも稼働している。ここでは、ドイツの PURAGLOBE、AVISTA OIL

およびイタリアの Viscolube の技術を引き継いだ ITELYUM、3 社の技術を紹介す

る。 

1) PURAGLOBE Inc. 

PURAGLOBE の Honeywell UOP HyLube™および HyLubeSAT™テクノロジー

の概略は次のとおり 1)。 

最初に、使用済み潤滑油を高温の水素と混合し、50～70%の使用済み潤滑油が気

相に移行し、底部に残渣が残る。次に、油の蒸気は、高圧水素化反応器に入る。高

圧水素化反応器では、特殊な触媒を用いて、60～80 気圧、300～350℃で直接接触水

素化(HyLube プロセス)により、金属化合物や添加物の硫黄、窒素、塩素化合物が除

去され、芳香族化合物が飽和される。その後、油成分は反応生成物と循環ガスから

分離され、分留塔で粘度の異なる基油と副生成物のガソリンおよび軽油に分離され

る。残渣は、蒸気を使ったストリッピングカラムにより重油およびその他の油蒸気

に分離される。 

2017年に稼働したPURALUBE Raffinerie GmbHのHyLube-SATプロセスは、

Group II 基油から Group III 基油を生産している。基油は 100 気圧まで圧縮され、

新開発の白金触媒システムを搭載した 2 基の高圧水素化反応器により高純度水素で

処理される。ホットセパレーターとコールドセパレーターにより、生じた硫化物や

ハロゲン化物を洗浄し、過剰な水素はサイクルの最初に戻される。水素化により飽

和炭化水素の収量は増加し、含有している硫黄分は硫化物として減少させることが

可能となる。本プロセスに最も近いとされているHoneywell UOPのDirect Contact 

Hydrogenation プロセスを図 1-17 に示す。 
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図 1-17. UOP - Direct Contact Hydrogenation, Re-refined Base Oils Premium Quality 

Adopting a Low Cost Process (出典 文献 10) 

 

2) AVISTA OIL AG 

特許取得済 ESR(Enhanced Selective Refining)技術により、高品質の基油が製造

可能である。これは、原油から製造される従来の基油(SN ラフィネート)よりも優れ

ているとされている。具体的には、次のような手法を採用している(簡単な工程図に

ついては、図 1-18 および図 1-19 を参照)。 

⚫ 常圧蒸留によるライトエンドの脱水と除去 

⚫ 軽油留分の減圧蒸留 

⚫ 潤滑油留分を得るための高真空薄膜蒸留 

⚫ 潤滑油留分のオプションの分別 

⚫ 溶媒-溶媒抽出による精製(強力な選択的精製、「ESR」) 

化学反応や変換を適用しないが、すべての不要な成分を完全に分離し、生成する

基油の品質を向上させている。 
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図 1-18. AVISTA OIL 簡易精製プロセス(出典 文献 11) 

 

図 1-19. AVISTA OIL Re-Refining Process (出典 文献 10) 

3) ITELYUM Regeneration S.p.A. 

独自の技術として Viscolube が有していた Revivoil プロセスは、フランスの

Axens と共同で開発された。この技術を Itelyum が引き継ぎ今日に至る。この
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Revivoil プロセスの応用技術が、世界で最も使われている再精製プロセスとなって

おり、製造される再生基油は圧倒的に Group I が多く Group I+が 90％以上を占め

る。 

 
① フラッシュ 

使用済み潤滑油は 140℃まで 

加熱 

真空カラムで蒸留 

(水と軽質炭化水素が分離) 

② 脱アスファルト 

カラムに 360℃で蒸留  

アスファルトと瀝青は底に 

 Vis の異なるカットを抽出 

③ 水素化脱硫 

水素含め 300℃ に加熱 

硫黄と多環芳香属が 

少ない無色透明な基油に精製 

図 1-20. ITELYUM再精製プロセス概念図(文献 12の一部に和訳を追加) 

Revivoil プロセスにより、100kg の使用済みオイルから平均 65 kg の再生基油、

約 22 kg のビチューメンと軽油および 8kg の水が得られる。廃棄物としての排出量

は 4％のみとなっている。 

 

図 1-21. Revivoilプロセスにより得られる生成物(出典 文献 13) 
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2.4 欧州での使用済み潤滑油に対する環境規制や各国のプログラムの動向等の

現状および今後の方向性 

1) EUにおける廃棄物政策について 14) 

EU が一貫した廃棄物政策の策定を始めたのは 1970 年代に入ってからであり、当

初は、EU が枠組みを制定し、廃棄物は地域レベルで対応されるものと広く認識さ

れていた。この傾向は、廃棄物管理および資源利用についての最小限の枠組みを策

定した 1975 年の「廃棄物枠組み指令(WFD：Waste Framework Directive)」の中

で強調されている。WFD を背景に、EU 加盟諸国は廃棄物および資源循環戦略の重

要性を認識し、国内戦略を公表した。 

EU では、WFD を補足するものとして、特定廃棄物(乾電池、容器包装材、PCB 

等)に係る要求事項を規定する内容の「有害廃棄物指令(HWD：Hazardous Waste 

Directive)」が 1991 年に策定された。EU 政策は、廃棄物ヒエラルキー(waste 

hierarchy)の概念に基づいている。これは 1975 年の WFD により導入された。欧州

における主な廃棄物関連制度の制定・改正時期を次に示す。 

⚫ 廃棄物枠組指令制定：1975 年 7 月 

⚫ 有害廃棄物指令制定：1991 年 12 月 

⚫ 埋立指令制定：1999 年 4 月 

⚫ 焼却指令制定：2000 年 12 月 

⚫ 廃棄物枠組指令改正：2008 年 10 月 

2) 改正廃棄物枠組指令(2008/98/EC) 15) 

旧廃棄物枠組指令における廃棄物管理の規制は、主に処理・処分に重点が置かれ

ていたが、資源の持続的利用の観点などから、抜本的改正がなされた。 

廃棄物の排出抑制・再生利用に関する戦略と持続可能な天然資源利用に関する戦

略に関する策定作業においてなされ、それによってまとめられた「EU 第 6 次環境

行動計画案」において、廃棄物の回避および管理、資源の有効利用、持続可能な消

費行動の構築が最優先課題とされた。2008 年の廃棄物枠組指令の抜本的な改正はこ

れらの議論を受けてのものであり、重点目標は、資源消費量の削減と廃棄物管理の

優先順位の可能な限りの徹底である。このため、廃棄物の発生抑制と利用を促進す

る観点から、廃棄物処理が目指す廃棄物の資源化について目指すべき材料の品質と

なる「廃棄物の終わり」の定義に関する規定がなされ、再生資源の確保のため、家

庭系廃棄物に関する強制的なリサイクル目標を定めている。 
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3) 欧州議会および理事会の指令(EU)2018/85116) 

87/101/ EEC - 廃油の処分に関する理事会指令は 2010 年に撤回され、廃棄物枠

組み指令 2008/98/EC に置き換えられた。使用済み潤滑油については、第 3 条「定

義」、第 4 条「廃棄物階層」の一般規定、および第 21 条「廃油」の使用済み潤滑油

の特定の規制に記載されている。また、2018 年 5 月 30 日に廃棄物に関する指令

2008/98/EC は修正され、21 条は以下の通りとなった。 

⚫ 改正廃棄物枠組み指令 21 条 

➢ 第 18 条および第 19 条に規定されている有害廃棄物の管理に関連する

義務を害することなく、加盟国は以下を確実にするために必要な措置を

講じなければならない。 

 廃油は、グッドプラクティスを考慮して技術的に実行不可能な場合

を除き、別々に収集する。 

 廃油は、第 4 条および第 13 条に従って、再生を優先するか、あるい

は再生と同等またはそれ以上の全体的な環境結果をもたらす他のリ

サイクル作業を優先して処理する 

 もし、異なる廃油や他の廃棄物または物質と混合し再生または別の

リサイクル操作を妨げることになるなら、そのような混合はしては

いけない。 

➢ 廃油の個別収集とその適切な処理の目的で、加盟国は、国の状況に応じ

て、技術要件、生産者責任、経済的手段、または自主協定などの追加措置

を適用することができる。第 18 条および第 19 条に規定されている有害

廃棄物の管理に関連する義務を害することなく、加盟国は以下を確実に

するために必要な措置を講じなければならない。 

➢ 国内法によると、廃油が再生の要件の対象となる場合、加盟国は、技術的

に実行可能である場合、そのような廃油を再生することを規定すること

ができ、規則(EC)No 1013/2006 の第 11 条または第 12 条が適用される

場合、廃油の再生を優先するために、その領域から焼却または共焼却施

設への廃油の国境を越えた輸送を制限する。 

➢ 欧州委員会は、2022 年 12 月 31 日までに、廃油の再生と廃油の再生を促

進するためのさらなる措置に関する定量的目標を含む廃油の処理の実現

可能性を検討する目的で、第 37 条(4)に従って加盟国から提供された廃

油に関するデータを検討するものとする。そのために、委員会は、必要に
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応じて立法案を添えて、欧州議会および理事会に報告書を提出するもの

とする。 

4) 廃棄物の焼却に関する欧州議会および理事会指令(2000/76/EC) 17) 

排出物に起因する環境と人間の健康に対する環境への影響を最小限に抑えること

を目的として、2000 年 12 月の欧州議会の 4 評議会より正式に指令された。2014 年

1 月 7 日から施行された産業排出指令(IED: Industrial Emissions Directive)に統合

された。産業排出指令(IED)は、産業排出物に関連する 7 つの個別の既存の指令を組

み合わせており、7 つの指令(廃棄物焼却指令を含む)間の相互作用を大幅に改善する

ことを目的としている。 

⚫ 二酸化チタン産業からの廃棄物に関する 1978 年 2 月 20 日の指令

78/176/EEC 

⚫ 二酸化チタン廃棄物の監視と監視に関する指令 82/883/EEC 

⚫ 二酸化チタン産業廃棄物の削減に関する指令 92/112/EEC 

⚫ 揮発性有機化合物の排出削減に関する指令 1999/13/EC 

⚫ 廃棄物焼却に関する指令 2000/76/EC(廃棄物焼却指令) 

⚫ 統合された汚染防止および管理に関する指令 2008/1/EC(IPPC 指令) 

⚫ 大型燃焼プラントからの特定の汚染物質の排出制限に関する指令

2001/80/EC(LCP 指令)-(2016 年 1 月 1 日から有効) 

5) 廃棄物の埋め立てに関する指令 1999/31/EC18) 

廃棄物の埋め立てに関する指令 1999/31/EC は、廃棄物に関する指令 2008/98/EC

に準拠した形で 2018 年 5 月 30 日に修正された。主な修正点は次のとおり。 

⚫ 第 1 条第 1 段は次のように置き換えられた。 

EC のサーキュラーエコノミーへの移行を支援し、欧州議会および理事会の

指令 2008/98/EC の要件を満たすことを目的として、第 4 条および第 12 条に

おいて、この指令の目的は、廃棄物、特にリサイクルまたはその他の回収に

適した廃棄物の埋め立てを段階的に削減することであり、廃棄物と埋め立て

地、環境、特に地表水、地下水、土壌、空気の汚染、および温室効果ガスを含

む地球環境への悪影響を可能な限り防止または削減するための対策、手順、

およびガイダンスを提供する。 

⚫ 第 2 条ポイント a)は次のように置き換えられた。 

「廃棄物」、「有害廃棄物」、「非有害廃棄物」、「地方自治体の廃棄物」、

「廃棄物生産者」、「廃棄物保有者」、「廃棄物管理」、「分別収集」、「回
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収」、「準備」の定義指令 2008/98/EC の第 3 条に規定されている「再利用」、

「リサイクル」および「廃棄」が適用されるものとする。 

6) 使用済み潤滑油に対する欧州各国の法規制およびプログラムの動向等 

ヒアリングにおいて、使用済み潤滑油の回収システムに関する調査を提案された

イタリアをはじめとして、欧州において使用済み潤滑油の再精製工場を有する国を

中心に、各国の法規制およびプログラムの動向等に関する調査を行った。 

(1) イタリア 19) 

イタリアでは、使用済み潤滑油の回収システムを独自に構築して成果を上げて

いる。CONOU(CONSORZIO NAZIONALE PER LA GESTIONE, RACCOLTA 

E TRATTAMENT DEGLI OLI MINERALI USATI)は、使用済み潤滑油の管理、

収集、および処理のためのコンソーシアムである。官民連携の欧州で最も優れた

使用済み潤滑油の回収システムを持つ団体で、4 つの省庁(経済開発省、経済財政

省、環境省、保健省)は、コンソーシアムの統治機関(監査役会)に独自の代表者を

置いているが、管理責任は私的なものとなっている。コンソーシアムは、主に再

生産業向けの使用済み潤滑油をイタリア全土で確実に収集することと共に、使用

済み潤滑油の正しい管理に関する情報発信などにも取り組んでいる。 

1982 年のイタリア共和国大統領令 691 に基づき、コミュニティ指令 75/439 に

準拠して、原油由来のバージン基油を製造、輸入、または販売する企業、再生プ

ロセスを通じて基油を製造する企業、使用済み潤滑油を回収する会社、潤滑油を

販売する会社などは、このコンソーシアムに属さなければならない。イタリアに

ある 63 の企業で構成される回収ネットワークを利用し、使用済み潤滑油の回収

を専用車両で行なっている。 

 

図 1-22. CONOUの使用済み潤滑油回収専用車両(出典 文献 20) 
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全国いたるところにあるワークショップや工場などから使用済み潤滑油を回収

し、認可されたデポ(収集拠点)にストックしている。 

 

図 1-23. 使用済み潤滑油回収デポ(出典 文献 21) 

回収した使用済み潤滑油は、CONOU により適切に分別され、コンソーシアム

の再精製工場に送られる。送られてきた使用済み潤滑油は、最初に CONOU で分

析し、合格すれば、基油に再精製され、潤滑油として再利用される。 

 

図 1-24. CONOUのフローダイアグラム(出典 文献 6) 

コンソーシアムに属する企業は、ISO9001 品質認証と ISO14001 環境認証また

は EMAS、および「ホワイトリスト」または「合法性評価」に属する倫理認証の

両面で、適切な資格を持つ必要がある。再精製工場では、再精製プロセスから基

油は高効率で得られ、100kg の使用済み潤滑油からは、約 65kg の再生基油、20-
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25kg の軽油およびビチューメンが得られ、イタリアでのエネルギコストの節減に

寄与している。イタリアの潤滑油基油の市場は、再生基油使用比率が 30％と欧州

全体(13％)に比べかなり高い。 

CONOU は、国土全体に存在する独立した回収業者による回収ネットワークを

利用している。これらは民間企業であり、所轄官庁によって所有者(工場、サービ

スステーション、自動車修理業者など)から使用済み潤滑油を回収し、倉庫に保管

することが許可されている。使用済み潤滑油の回収は、回収業者等を介して実行

され、デポに保管されると、使用済み潤滑油が分析され品質が確定した段階で、

正しい処理方法が決定される。使用済み潤滑油は無料で回収され、回収業者が負

担する回収費用は、コンソーシアムが負担する。CONOU はまた、再精製会社に

経済的に配慮し(legge 166 del 20/11/2009)、再生基油を市場価格で販売可能とし

ている。また、潤滑油製造会社は、CONOU におよそ 150 ユーロ/トンを 1 キログ

ラム単位で入金することになっており、この収入で回収業者と再製製業者に助成

金を出している。37 年間の活動を通じ、610 万トンの使用済み潤滑油を回収し、

そのうち 550 万トンが 320 万トンの再生基油として生産された。2020 年にコン

ソーシアムは 17 万 1000 トンの使用済み潤滑油を回収した。10 万 9 千トンの高

品質の潤滑油基油と 3 万 3 千トンの軽油およびビチューメンを生産したとのこと

である。 

(2) ドイツ 22) 

ドイツ廃油政令は、1987 年に制定され、2002 年に改正された。直近では 2020

年に改正が行われている。2002 年の廃油政令の改正により、使用済み潤滑油は主

に基油に精製されるべきであるという法的根拠が初めて示された。2020 年の改正

では、(EU)2018/851 第 21 条をドイツ国内法に導入し、マテリアルリサイクル

を最優先することが主な内容となっている。また、使用済み潤滑油規制を現在の

最新技術に適合させるために必要な、該当する DIN 規格の更新や、廃油処理業

者、廃油収集場所および消費者のために廃油政令の実際の適用を改善するために

必要であることが言及されている。 

(3) イギリス 2) 

イギリスでは、環境規制当局、業界団体、専門家、産業界による共同イニシア

チブとして、オイルケア キャンペーンが実施されている(www.oilcare.org.uk)。
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このキャンペーンは、特に「油の安全な取り扱い、保管、回収について、家庭、

商業、工業のユーザーにガイダンスを作成・提供し、保管上の不備による流出が

環境に与える影響を軽減すること」を目的としている。また、このキャンペーン

では、廃油の回収に関する情報を提供している。これは別のウェブサイト

(www.oilbankline.org.uk)で実施されており、ユーザーは最寄りの廃油処理場に

関する情報を得ることができる。さらに、家庭用、工業用、廃油タンク用の「油

タンクステッカー」を提供している。このステッカーには、油の保管に関するア

ドバイスが書かれており、油の保管に適した状態であることを確認するため、年

に一度、油の保管タンクを点検することや、油が流出した場合の対処方法などが

記載されている。なお、イギリスでは、廃油の再精製を優先する特別な要件や、

廃油の燃料としての利用を妨げる特別な制限が存在せず、廃棄物ヒエラルキーに

示された再精製の優先順位を支持する方策(財政的インセンティブや法的措置)が

ないため、基油への再精製より、燃料への処理が多くなっており、廃油の 3 分の

2 が燃料として使用され、再精製は 3 分の 1 となっている。 

(4) スペイン 2) 

スペインでは、廃油の管理に関する拡大生産者責任(EPR: Extended Producer 

Responsibility)制度が実施されている。潤滑油事業者は、発生した廃油の管理を

確実に行うことが義務付けられており、廃油管理の総費用を負担する必要がある。

潤滑油を市場に出すすべての企業は、量に応じた手数料を支払う必要があり、こ

れは潤滑油の輸出にも適用され、手数料の支払い義務が生じるが、スペイン国内

で処理が行われなかった場合は払い戻される。SIGAUS(Sistema de gestión de 

aceitesindustriales usados en España)は、スペインの廃油管理を担当する組織

である。約 130 の公認企業が廃油の収集、輸送、保管、分析、前処理、最終処理

に従事している。スペイン全土に 6 万箇所以上の回収拠点があり、回収量や輸送・

管理センターまでの距離に関係なく、廃油の回収を保証している。スペインでは、

廃油の管理は再生による処理が優先され、いかなる場合も、再生、他の形態のリ

サイクル、エネルギー回収のこの順序で実施されなければならないとされている。

さらに、スペインの法律では、再生を優先するために、国内領域からの廃油の輸

出を焼却施設や共同焼却施設に制限することが認められている。スペインは、廃

油管理に関する法的目標を策定しており、その内容は次の通り。 

⚫ 廃油の 95％以上を回収すること。 

⚫ 100％の価値化。 
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⚫ 廃油全体の 65%以上を再生すること。 

再生されなかった廃油は、物理化学的処理を施し、発電所、セメント工場、製

紙工場、その他の産業施設で使用できる重油に近い燃料として利用される。スペ

インでは、2014 年から 2017 年にかけて、回収可能な廃油の 83％(2016 年)～96％

(2014 年)が回収された。回収された廃油の 69%から 78%は再生基油を製造する

ために再生され、21%から 31%はエネルギー回収のために処理された。スペイン

では廃油の廃棄は禁止されている。ポリ塩化ビフェニル(PCB: Poly Chlorinated 

Biphenyl)を含む油については例外が認められ、廃棄が義務付けられている。予防

プログラムの一環として、SIGAUS は潤滑油事業者に対して、潤滑油の用途やベ

ストプラクティスに関連した対策を実施するよう促している。その目的は、例え

ば廃油の発生を減らしたり、ライフサイクルの長さを伸ばしたりすることで、コ

ミュニケーションの一環として、SIGAUS の戦略は関連するステークホルダー(潤

滑油生産者、廃油管理会社、廃油生産者、行政)に訴え、彼らの活動や廃油管理の

環境面での利点について情報を提供している。さらに、一般市民を対象とした啓

発キャンペーンを実施している。 

(5) ポーランド 23) 

ポーランドでは、廃油の収集、保管、適切な回収または処分のための資格認定

は、2004 年 8 月 4 日の経済労働大臣規則「廃油の詳細な取り扱い方法」(Journal 

of Laws No.192, item 1968)に従って行われている。「廃油の適切な回収または処

分のための処理方法」、「基油を得るための再生のための適格性基準」および「処

分のための廃油の適格性」に関して、上記法律に定められた要件は、2007 年に理

事会指令 75/439/EEC の移項と実施に関する報告書の付属文書に規定されてい

る。 

(6) ギリシャ 2) 

ギリシャは、廃油管理に関する立法措置を採択している。これらの措置は、基

本的に以下の側面から構成されている。 

⚫ 拡大生産者責任システムと関連する生産者責任組織スキームの確立 

⚫ 廃油の量的目標 

⚫ 廃油処理の優先順位リスト 

⚫ 廃油の混合禁止 
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ギリシャは拡大生産者責任制度(政令 82/2004)を導入しており、生産者は廃油の

再生を優先して、油の収集、輸送、保管、処理を組織的に行う義務を負っている。

潤滑油の輸入業者と生産者は、市場に出す量に比例して一定の負担金を支払うシ

ステムを構築することが義務付けられている。潤滑油など拡大生産者責任の原則

が適用される製品については、全国生産者登録(N.P.R.)が設定された。廃油は分別

回収の対象となっている。 

(7) デンマーク 2) 

デンマークでは、再精製に適した廃油は、2 つの組織(潤滑油事業者団体および

輸入業者団体)によって無料で回収されている。回収システムの財源は、販売され

た新しいギヤー油、エンジン油および油圧作動油(切削、掘削、船舶用潤滑油を除

く)に対する賦課金である。廃油生産者は回収制度に登録することができ、回収費

用を支払う必要はない。徴収した資金は、再利用可能な廃油の無料回収を支援す

るために使用される環境プール資金に回される。回収業者への財政支援は、最終

的に再精製された回収油に応じて支払われる。再生基油と燃料油(固形分と水分を

除去して回収された再精製可能な油)の両方の総量に応じて支払われる。再精製の

原料として使用されない廃油(金属で汚染された廃油や大量の水を含む廃油)につ

いては、代わりに市場価格を支払って処分しなければならない。 

(8) ポルトガル 2) 

ポルトガルは 2003 年に廃油の拡大生産者責任(EPR)を法律で導入した。このた

め、潤滑油を市場に出荷した生産者は、潤滑油が消費者によって使用された後に

発生する廃棄物に対して責任を負う。認定された個別システムがないため、すべ

ての生産者は廃棄物管理の責任を、2005 年から認可された集団システムである

SOGILUB(Sociedade de gestão integrada de óleos lubrificantes Usados, Lda)に

移行しなければならない。廃油の処理と最終目的地は、廃油生産者の施設におい

て無償で行われる。廃棄物ヒエラルキーの達成を保証するために、回収だけでな

く、再生、リサイクル、回収の目標を設定することで、集団システムのライセン

スは国の目標を反映している。ポルトガルは、廃油管理について以下の目標を策

定している(2003 年 7 月 11 日の政令法 No153/2003、2011 年 6 月 17 日の政令法

No73/2011 で改正)。 

⚫ 年間発生する廃油の 85％を回収する。 
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⚫ 回収した廃油の 75％をリサイクルし、回収した廃油が必要な技術仕様を満

たす場合は 50％を再生する。 

EU 加盟国調査 2019 のデータに基づき、回収可能な廃油の 79％～92％がポル

トガルで回収された(2014 年～2017 年)。回収された廃油のうち再精製された割

合は 69%から 81%を占め、残りの 19%から 31%はリサイクルまたは燃料に処理

された。また、ポルトガルは環境に優しい潤滑油の使用を促進するため、2018 年

に潤滑油製造業者に対する金銭的インセンティブを実施した。 

(9) フィンランド 2),23) 

フィンランドは、性質の異なる廃油の混合を防止するための対策について、優

れた実践例を示している。この対策では、適切に分別された廃油のみを無料で回

収することを明記している。適切に分別されない場合は料金が発生するという警

告が、異なる種類の廃油の混合を避ける強い動機付けとなっている。廃油回収業

者による以下の指示は、異なる種類の廃油の分別回収に適用される。 

⚫ ブラックオイル(モーターオイルまたはトランスミッションオイル、潤滑油

製造業者の基油製造のための再精製工場への投入物) 

⚫ PCB を含まないブライトオイル(油圧作動油、ギヤー油、コンプレッサー

油、循環潤滑油、タービン油) 

⚫ 植物油 

フィンランドでは、潤滑油の生産者と輸入者は、潤滑油とグリースにも手数料

を支払う必要がある。その結果得られた資金は、廃油の収集、輸送、保管、処理

に使用される。さらに、この資金の一部は、油で汚染された土壌や地下水の浄化

にも使用される。フィンランドでは、回収やリサイクルの目標を法律で定めてい

ない。しかし、フィンランド環境省と民間の廃棄物管理会社との契約では、年間

最低 2 万トンの廃油(水分 10％未満として計算)を回収することが義務づけられて

いる。そのほとんどは、新しい石油製品に再生されなければならない。GEIR 2019

によると、年間約 22,000 トンの廃油が回収されており、これは回収可能な廃油

の約 50％に相当する。 

(10) ベルギー2) 

ベルギーでは、廃油管理および潤滑油に関する目標を導入している。 

⚫ 回収可能な廃油量の 90%以上を回収すること(使用中のロスを考慮)。 
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⚫ 回収した廃油を国、連邦、欧州の法律に従って処理し、廃油の 60%以上を

再生するか、物質回収(標準燃料の製造など)により処理しなければならな

い。 

⚫ 生分解性潤滑油の使用を促進する(該当する場合、および使用中に潤滑油が

失われる場合)。 

ベルギーでは、回収可能な廃油の 78%から 99%(データソースと年によって異

なる)が回収されている。さらに、市場に出回る潤滑油の約 60％が回収されてい

る(2017 年)。回収された廃油のうち、再精製されたもの(再精製用輸出)の割合は、

約 84%～96%である。全体として、ベルギーは回収率が最も高く、再生率が最も

高い EU 加盟国の一つである。 

第5節  まとめ 

1. 国内事業者に対する最新の取組状況等調査・分析 

国内の潤滑油製造事業者に対し、2050 年カーボンニュートラルを踏まえ、基油再生を

はじめとする最新の取組状況等について、アンケート調査を行った。主な成果は次のと

おり。 

⚫ 回答事業所における 2050 年カーボンニュートラルへの関心の高さや EV 等の動き

への関心の高さがうかがえる。また 2050 年カーボンニュートラルの実現へ向けた

再生基油に対する意識の変化については、「関心が高くなった」と回答したのは、回

答事業所のうち 11 事業所(約 59%)であり、「特に変化はない」と回答したのは 14

事業所(約 52%)である。この 14 事業者の中には、2015 年の国連サミット以降、SDGs

の一環として、循環型社会の重要性を認識している事業者も見受けられる。 

⚫ 「基油再生」に関する具体的な取組については、具体的な取組は未実施の事業者が

いる一方、カーボンフットプリントの観点でどのくらい優位性があるか等について、

情報収集を開始している事業者もいる。 

⚫ 基油の多様化を図る 1 つの手段として期待されるのが、使用済み潤滑油をリサイク

ルして基油を生産する「基油再生」であるが、アンケート調査の結果、品質に問題が

なく経済的であれば使用してもよいという意見が多く得られた。 

⚫ 再生基油が入手可能である場合でも使用しないと回答した事業所については、再生

基油の品質・供給の安定性が確保できていないと回答した回答事業所が最も多く、

次いで、需要家・市場での受け入れ体制が確立できていないことや、微量の混入物質
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による使用時での性能劣化等の悪影響への懸念を挙げており、再生基油の普及に関

しては、これらの解決が必要となることがわかる。 

⚫ 今後、潤滑油の原料として、再生基油が広く流通するために必要な項目に対しては、

コスト低下、流通量増大および規格制定等が重要な項目と考えられている。また、回

答事業者 27 社中 17 社が具体的な考えを回答しており、各社の意識の高さがうかが

える。具体的には、国の支援や業界全体としての取り組みが重要であるとの意見が

寄せられている。 

2. 国内事業者に対する基油再生に関する取組状況等調査・分析 

国内の潤滑油製造事業者や潤滑油リサイクル事業者等に対し、2050 年カーボンニュー

トラルを踏まえ、基油再生に関する取組状況等について、アンケート調査で得られた内

容等を踏まえて、ヒアリングを行った。主な成果は次のとおり。 

⚫ 使用済み潤滑油のマテリアルリサイクルには解決すべき課題は多く、誰が主導して

このテーマを進めて行くのかが決まらないと動かない、とする意見がある一方、今

般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるパンデミックや、2050 年カーボ

ンニュートラル実現および今後の EV 化による製油所低稼働で原油からのバージン

基油の供給リスクが懸念されるため、BCP 対策としても、再生基油は有効であり、

また、今後法制化が予定されている、経済安全保障の観点でも、日本国内での使用済

み潤滑油のマテリアルリサイクルは重要となる、との意見もあった。 

⚫ 再生基油の製造プラントを、もし新たに建設する場合は、使用済みエンジン油を多

く回収可能な、京浜地区や関西地区の遊休地を利用するのがよい、とする意見や

2050 年カーボンニュートラル実現に向け、国内での基油再生システムが必要なら、

前倒しが不可欠となり、直近の 10 年で回収システムの確立や再生基油製造プラント

の建設等を行わないと間に合わないのではないか、とする意見もあった。 

3. 欧州等事業者に対する調査・分析 

欧州等の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対しても、①基油

原料の多様化に向けた取組状況、②基油再生の現状、③最新の基油再生技術および④法

規制の動向等について、ヒアリング、電子メールおよび現地調査等の手段により情報を

収集し、我が国と欧州等における基油原料の多様化および再生基油に関する取組状況を

比較した。主な成果は次のとおり。 
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⚫ 欧州では 170 万 kL の使用済み潤滑油が回収され、105 万 kL が再生基油になってい

る。回収された使用済み潤滑油の 62％が再生基油になっており、北米を大幅に上回

っている。 

⚫ 欧州では、回収した使用済み潤滑油は再生基油の原料として使用されるか加工燃料

になるが、再生基油製造量が加工燃料をかなり上回り、加工燃料は CO2排出量削減

のために使用削減するよう指導されている。 

⚫ 欧州の再生基油製造は 24 企業で、28 工場ある。工場は、操業 30 年以上のものから

最新の工場まであるが、古い工場でも改修や設備増強を繰り返し、現在各社で生産

されている基油の品質は、原油由来の基油と遜色ないレベルに達している。 

⚫ 再精製された基油は、特定の潤滑油に利用されているわけではなく、すべての潤滑

油の基油として生産され、基油の種類も Group I から Group III まで多岐にわたっ

ている。 

⚫ 使用済み潤滑油の再精製技術は、ドイツ AVISTA が最も古くから技術を保有してお

り、イタリアの ITELYUM が買収した VISCOLUBE が世界に普及させ、ドイツ

PURAGLOBE が、最新鋭の製造技術を開発するなど、長年の間に欧州発祥の技術が

広まりつつある。 

⚫ 従来は、圧倒的に Group I 基油への再精製が多かったが、Group I、II 基油の価格は

低く、使用済み潤滑油から Group III 基油への再精製比率が高くなりつつある。こ

れには再生基油の原料となる市場に流通している潤滑油製品の高品質化も影響して

いる。 

⚫ AVISTA、PURAGLOBE は北米で Group III 基油製造も始めており、カーボンフッ

トプリント削減のために、欧米の自動車産業を中心にこの Group III 基油を採用し

始めている。 

⚫ 欧州の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対するヒアリング

調査では、政策的にサーキュラーエコノミーを推進することが必要となった今は、

政府が主導して、関係する業界団体が政府と共にイタリアのようなコンソーシアム

を設立することが重要であり、日本のように再精製設備の新設が必要であれば、政

府がイニシアチブをとって設備を導入していかなければ、早期に日本の潤滑油業界

におけるサーキュラーエコノミーは実現しないのではないかとの意見があった。 
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第2章  再生基油を用いた潤滑油の試作および品

質評価 

第1節  はじめに 

海外で製造している再生基油を入手して、その性状を分析するとともに、それらの再生

基油を用いて加工油および機械油を試作し、原油から製造したバージン基油を用いた加工

油および機械油の性能と比較検証することにより、我が国で必要な再生基油の品質水準を

検証したので報告する。 

第2節  基油の入手と性状分析 

1. 基油の入手 

欧州、北米、アジアおよびオセアニアから 13 油種の再生基油を入手した。入手した再

生基油を表 2-1 に示す。本報告では再生基油、Re-refined basestock の略号として RRBS

を用いる。Re-refined basestock は正確には「再精製基油」と和訳されるべきであるが、

本報告では我が国で一般的に使用されている「再生基油」を用いる。さらに、前報 1)と同

一の製造事業者および仕様の再生基油には、同一の記号を用いることとし、2020 年度に

入手した再生基油とのロットの違いを明確にするために、2021 年度に入手した再生基油

については、その番号の末尾に B を付記して区別した。本報告で入手した再生基油の再

精製方法は、図 2-1 に示すように大きく分けて 3 種類に分類できる。 
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図 2-3. 基油の炭化水素組成 

図 2-3 から RRBS01B、RRBS02-3B、RRBS08-1B、RRBS09-1B および VBS02B

は、Group II の基準を満たす飽和分 90%以上であるが、その他の基油は Group I の飽

和分の範囲である 90％未満である。RRBS12B には 13%のアスファルテンが含まれて

いるが、他の再生基油およびバージン基油には 1%未満しか含まれていない。 

2.2 再生基油の性状 

入手した再生基油の性状を表 2-3 に示す。表 2-3 から入手した 13 油種の再生基油

は、Group I が 11 油種、Group II が 2 油種である。入手した 13 油種、すべての再生

基油の粘度指数が 115 を超えている。これは再生基油の原料となる市場に流通してい

る潤滑油製品の高品質化に伴う粘度指数の向上を反映している。 

API 1509 Annex E : API Base Oil Interchangeability Guidelines for Passenger 

Car Engine Oils and Diesel Engine Oils2)では“Base stocks shall be substantially 

free from materials introduced through manufacturing, contamination, or previous 

use.”とされている。そこで、再生基油に添加剤成分が残存しているか確認するため

に、入手した再生基油のなかから、0.01%の窒素が検出された RRBS04-3B、RRBS08-

1B、RRBS08-2B および RRBS09-2B を選択し、沼田らの報告 3)を参考に、液体クロ

マトグラフ―質量分析計(LC-MS：Liquid Chromatograph – Mass Spectrometry)に
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より分析した。なお、これらの再生基油はいずれも溶剤精製によって再精製されてお

り、実際にエンジン油の基油として利用されている。 

LC-MS 分析の結果、これらの再生基油からは、一般に潤滑油の酸化防止剤として用

いられているジノニルジフェニルアミンおよび窒素原子を 2 個含む化合物等の含窒素

化合物が検出され、再生基油中の残存添加剤成分と API 1509 の“substantially free 

from materials introduced through previous use.”の関連については、今後さらに検

討が必要である。 
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図 2-4. S分と 40℃の動粘度 

図 2-4 から、水素化精製した再生基油の S 分は 0.01%以下であるが、溶剤精製で再

精製した再生基油の S 分は 0.02%以上であり、水素化精製と溶剤精製による残留 S 分

量の差が認められる。 

2.5 基油の酸化安定性 

八木下らの報告 4)を参考に、入手した基油の酸化安定性を ALCOA 酸化試験により

評価した。供試油に酸化防止剤を 0.6%添加したのち、試験容器に 13mL 採取し、銅線

を加え、酸素を満たして、115℃で酸素の吸収をマノメータで一定時間毎に測定し、誘

導期間を評価した。ALCOA 酸化試験の結果を図 2-5 に示す。 
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図 2-5. ALCOA酸化試験の結果 

図 2-5 から、一定量の酸化防止剤が添加された場合、水素化精製で再精製された再

生基油は、いずれも試験時間 450h においてもほとんど酸素吸収が認められない。一

方、溶剤精製した再生基油では試験開始直後から酸化が始まる。同一製造事業者の再

生基油は再精製条件が同等と考えられるため、酸化の傾向が酷似している。北米の A

社から入手した RRBS01Bおよびオセアニアの S社から入手した RRBS08-1Bはほぼ

同等の酸化傾向を示す。欧州の A 社から入手した RRBS04-1B、RRBS04-2B および

RRBS04-3B は粘度グレードの増大とともに酸化が早まる傾向が認められ、これには

炭化水素中の飽和分の減少が影響している。 

これらの結果から再生基油自体の酸化安定性は、その精製度に依存している。溶剤

精製した再生基油には硫黄分、窒素分が残存するため、飽和分が 90%以上でも水素化

精製した再生基油より酸化が早い。 
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2.6 基油の蒸発性 

入手した再生基油の蒸発性(Noack、250℃×1hr)と 100℃の動粘度の関係を図 2-6に

示す。なお、RRBS12B は引火点が 110℃と低いため蒸発性(NOACK)を評価しなかっ

た。 

 

図 2-6. 蒸発性(Noack、250℃×1hr)と 100℃の動粘度 

図 2-6 から蒸留だけで再精製した基油以外の再生基油およびバージン基油は、いず

れも 100℃の動粘度が小さいほど蒸発しやすく、図 2-5 で認められたような水素化精

製と溶剤精製による差は認められない。NOACK(250℃×1hr)の要求性能は、JASO 

DH-2 のディーゼルエンジン油 5)では、18.0%以下が求められており、蒸留だけで再精

製した基油以外の再生基油およびバージン基油は、JASO DH-2 のディーゼルエンジ

ン油の基油として十分な低蒸発性を有している。 
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第3節  再生基油を用いた加工油の試作と評価 

1. 再生基油を用いた加工油の試作 

入手した再生基油の加工油基油への適合性を評価するために、JIS K 2241 N4 種 8 号

相当の不水溶性切削油および不水溶性プレス油兼用の加工油を試作した。試作加工油は、

同一の活性タイプ硫黄系添加剤 10%および油脂 10%をそれぞれの再生基油およびバー

ジン基油 VBS1B に 80%に添加した。 

なお、試作加工油は不水溶性切削油およびプレス油の兼用油としたため、プレス油と

しては市場に流通しているプレス油の中では比較的粘度グレードの低いプレス油に該当

する。本報で入手した再生基油は主に使用済みエンジン油を原料としているため、それ

らから製造される再生基油の粘度グレードも限定される。しかし、市場の加工油には、

異なる粘度グレードの商品が流通しており、今後再生基油を加工油の基油として用いて

いくためには、種々の粘度グレードの再生基油、その原料となる使用済み潤滑油をどの

ように入手していくのか、さらに検討が必要である。 

2. 試作加工油の性状 

試作した加工油の性状を表 2-5 に示す。
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2.1 銅板腐食 

再生基油を用いた試作加工油 MWF01B から MWF12B、およびバージン基油を用

いた MWFV1B を JIS K 2513 石油製品−銅板腐食試験方法により 100℃×1h の条件

で評価した。試作加工油の石油製品−銅板腐食試験の結果を図 2-7 に示す。 

 

図 2-7. 試作加工油の銅板腐食試験の結果 

図 2-7 からの試作加工油の銅板腐食の結果は、いずれもバージン基油を用いた

MWFV1B と同じ 4b であり、添加した活性タイプの硫黄系添加剤の効果を妨げる成分

は再生基油中には存在しない。 

2.2 耐荷重能 

再生基油を用いた試作加工油およびバージン基油を用いた MWFV1B の耐荷重能を

JIS K 2519 潤滑油−耐荷重能試験方法、曾田式四球法により評価した。 
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① 試験荷重 

従来型の曾田式四球摩擦試験機では、歯車ポンプから吐出した油圧作動油に

よる油圧 p kg/cm2 によってピストンを押し上げ、この油圧 p から 3 個の固定

球を押し上げる力、全荷重 P を油圧の換算により求めている。すなわち、全荷

重 P は、油圧によるピストンを押上げる力からピストンおよび付属部品重量、

8.6kg を差し引いたものであり、(1)式であらわされる。 

 

  𝑃 =
𝜋

4
𝐷2𝑝 − 8.6   (1) 

 

 ここで 

 D：従来型曾田式四球摩擦試験機のピストン直径 8cm 

 8.6：従来型曾田式四球摩擦試験機のピストンおよび付属部品重量、kg 

 である。 

標準型四球摩擦試験機も同様に油圧により全荷重 P を加えているが、標準型

四球摩擦試験機では、この荷重をロードセルにより検出し、荷重指令と比較し

ながら、サーボ弁を作動させる構造となっている。そこで、従来型の曾田式四

球摩擦試験機の試験油圧に対応する標準型四球摩擦試験機の試験荷重を表 2-7

のとおり設定した。 
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図 2-9. 試作加工油の耐荷重能試験の結果 

図 2-9 からの再生基油を用いた試作加工油の耐荷重能は、MWF12B 以外はいず

れもバージン基油を用いた MWFV1B と同等である。 

3. 切削性 

バージン基油と再生基油の違いが加工油の切削性に与える影響をタッピングトルク試

験により評価した。 

3.1 タッピングトルク試験の方法 

タッピングトルク試験に用いた試験機の全景および試験部分を図 2-10 に示す。 
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図 2-10. タッピングトルク試験装置の全景および試験部分 

試験機はマシニングセンタ(牧野フライス製作所社製 V33)、供試油循環ポンプ、オ

イルバス、動力計から構成されている。マシニングセンタのベッド部にバイスを設置

したオイルバスを載せて、バイスで被削材を固定した状態で、マシニングセンタの外

部に設置した循環ポンプにより供試油を供給しながら試験を実施した。試験は、セン

ター出し、下穴加工、タッピングを 1 サイクルとして合計 10 サイクル行い、この間の

タッピングトルクをベッド部とオイルバスの間に設けたひずみ式の動力計により測定

した。また、加工の可否をネジゲージにより確認した。タッピングトルクの測定例を

図 2-11 に示す。往路のタッピングトルクから、タッピングエネルギーを算出した。 
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図 2-11. タッピングトルクの測定例 

(往路のタッピングトルクからタッピングエネルギーを算出) 

下穴用のドリルは OSG 社製の ADO-SUS-5D(サイズ 6.8、ツール No.8682680)、タ

ップは OSG 社製の V-POT(M8×1.25、ツール No.8310107)である。被削材は、一般

的な炭素鋼 S45C(JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 )およびステンレス鋼

SUS304(JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板および鋼帯)で、奥行き、幅ともに

200mm、厚さ 20mm で、6 面フライス加工して使用した。タッピングトルク試験の条

件を表 2-8 に示す。 

表 2-8. タッピングトルク試験の条件 

タップ ポイントタイプ 

ピッチ 1.25 mm 

周速 8.04 m/min (320 min-1) 

送り 400 mm/min 

3.2 タッピングトルク試験の結果 

タッピングトルク試験の結果および試験後の被加工材の外観を表 2-9 に示す。 
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図 2-12. タッピングトルク試験におけるタッピングエネルギーの比較 

図 2-12 から、被削材の種類、S45C および SUS304 にかかわらず再生基油を用いた

MWF04-1B 使用時の加工に必要なエネルギーはバージン基油を用いた MWFV1B と

同程度である。 
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4. プレス加工性 

バージン基油と再生基油の違いが加工油のプレス加工性に与える影響を絞り性試験お

よびボール通し試験により評価した。 

4.1 絞り性試験 

1) 絞り性試験の方法 

中村らの報告 6, 7)を参考に、バージン基油と再生基油の違いが加工油の絞り性に与

える影響を万能試験機に設置した絞り加工金型を用いて評価した。絞り性試験に用

いた装置の外観を図 2-13 に示す。 

 

図 2-13. 絞り加工試験機 

金型はパンチ、しわ押さえ、ダイスから構成した。絞り加工は、ダイス上に被加

工材を置いた後、バネのたわみに基づくしわ押え力を作用させ、パンチで被加工材

をダイスに押し込むことで行った。被加工材の材質は炭素鋼 SPCC(JIS G 3141 冷

間圧延鋼板および鋼帯)およびステンレス鋼 SUS304(JIS G 4305 冷間圧延ステンレ

ス鋼板および鋼帯)を用い、それぞれワイヤー放電により板材から円板形状に加工し

た。円板の寸法は、SPCC は厚さ 0.6mm、直径 60mm および 65mm、SUS304 は

厚さ 0.3mm、直径 60mm および 62mm である。ダイスはドーナッツ形状で、寸法

は外径 66mm、内径 30mm、ダイス側 R 部は 3 mm の曲率半径となっている。ダイ

スの内径は被加工材の厚さにより異なり、SPCC の場合は外径 28.8mm、SUS304

の場合は 29.4mm で、パンチ側 R 部は 3mm とした。 







 

 －94－ 

  

図 2-14. ボール通し試験機 

2) ボール通し試験の結果 

試作加工油のボール通し試験の結果を図 2-15 に示す。 

 

図 2-15. 試作加工油のボール通し試験の結果 

図 2-15 から中空円筒の材質によらず試作加工油に用いた基油の違いに基づく加

工エネルギーに大きな差は認められない。したがって、再生基油を用いた試作加工
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油、MWF04-1B は、バージン基油を用いた試作加工油、MWFV1B と同等のしごき

加工性を有している。 

第4節  再生基油を用いた機械油の試作と評価 

1. 再生基油を用いた機械油の試作 

入手した再生基油の機械油基油への適合性を評価するために、機械油として油圧作動

油を選定し、同一の添加剤をそれぞれの再生基油およびバージン基油 VBS2B に 4％添

加し、非 Zn 系の油圧作動油を試作した。 

2. 試作機械油の性状 

試作した機械油の性状を表 2-13 に示す。
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2.1 銅板腐食 

再生基油を用いた試作機械油 HF01B から HF12B、およびバージン基油を用いた

HFV2B を JIS K 2513 石油製品−銅板腐食試験方法、100℃×3h により評価した。結

果を図 2-16 に示す。 

 

図 2-16. 試作機械油の石油製品−銅板腐食試験の結果 

図 2-16からの試作機械油の銅板腐食の結果いずれもバージン基油を用いたHFV2B

と同じ 1b であり、すべての試作機械油は油圧システムに用いられている銅製部品を

腐食しない。 

2.2 耐荷重能 

再生基油を用いた試作機械油およびバージン基油を用いた HFV2B を JIS K 2519 

潤滑油−耐荷重能試験方法、曾田式四球法により評価した。試作機械油の曾田式四球法

の結果を図 2-17 に示す。 
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図 2-17. 試作機械油の耐荷重の試験−曾田式四球法の結果 

図 2-17 からの蒸留だけで再精製した基油、RRBS12B を用いた機械油、HF12B 以

外の再生基油を用いた試作機械油の耐荷重能は、いずれもバージン基油を用いた

HFV2B と同等である。 

2.3 耐摩耗性 

再生基油を用いた試作機械油およびバージン基油を用いたHFV2BをASTM D4172 

Standard Test Method for Wear Preventive Characteristics of Lubricating Fluid 

(Four-Ball Method)、75℃×1,200rpm×392N より評価した。結果を図 2-18 に示す。 
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図 2-18. 試作機械油の耐摩耗性試験の結果 

図 2-18 からの蒸留だけで再精製した基油、RRBS12B を用いた機械油、HF12B 以

外の再生基油を用いた試作機械油の耐摩耗性は、いずれもバージン基油 VBS02B を用

いた HFV2B と同等で、(一社)日本建設機械施工協会規格、JCMAS P041 の要求値を

満たしている。 

2.4 回転圧力容器式酸化安定度 

蒸留だけで再精製した基油、RRBS12B を用いた機械油、HF12B 以外の試作機械油

HF01B から HF09-2B、およびバージン基油を用いた HFV2B を JIS K 2514-3 潤滑

油－酸化安定度の求め方－第3部：回転圧力容器式酸化安定度により評価した。HF12B

は引火点が 110℃のため試験を実施していない。回転圧力容器式酸化安定度試験の結

果を図 2-19 に示す。 
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図 2-19. 試作機械油の回転圧力容器式酸化安定度試験の結果 

図 2-19 からの、蒸留だけで再精製した基油、RRBS12B を用いた機械油、HF12B

以外の再生基油を用いた試作機械油の酸化安定性は、いずれもバージン基油を用いた

HFV2B と同等である。 

3. 酸化安定性 

試作機械油の酸化安定性を(一社)日本建設機械施工協会規格、JCMAS P 045 建設機械

用油圧作動油－高圧ピストンポンプ試験による寿命評価方法により評価した。 

3.1 ポンプ試験の方法 

JCMAS P 045 試験には、Bosch Rexroth 社製 A2F10 斜軸型ピストンポンプを用い

た。35MPa、1,500rpm、オイルタンク油温 80℃で 20℃の空気を 1.0L/h で吹き込み

ながら 500 時間の運転を行い、1 時間後、100 時間後、200 時間後、300 時間後、400

時間後および 500 時間後に供試油をサンプリングし、性状を分析した。参考として、

JCMAS P 041 建設機械用油圧作動油に示されている規定値を表 2-14 に示す。 
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図 2-21. 試作機械油のポンプ試験の結果―粘度変化率 

 

 

図 2-22. 試作機械油のポンプ試験の結果―酸価増加量 
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図 2-23. 試作機械油のポンプ試験の結果―夾雑物量 

図 2-21、図 2-22 および図 2-23 から、再生基油を用いた試作機械油のポンプ試験の

結果は、いずれもバージン基油を用いた HFV2B と同等で、再生基油の水素化精製、

溶剤精製の再生工程の影響は認められない。 

第5節  まとめ 

本章では、海外で製造している再生基油を入手して、それぞれの性状を分析するととも

に、これらの再生基油を用いて加工油および機械油を試作し、ベンチ試験により、原油か

ら製造した基油を使用した加工油および機械油の性能と比較検証することにより、我が国

で必要な再生基油の品質水準を検証した。主な成果は次のとおり。 

1. 再生基油入手と性状分析 

欧州、北米、アジアおよびオセアニアから 13 油種の再生基油を入手した。さらに、そ

の比較としてバージン基油(原油から製造されたもの)2 油種を入手して、それぞれの性状

を分析した。主な成果は次のとおり。 

⚫ 入手した 13 油種の再生基油は、Group I が 11 油種、Group II が 2 油種である。入

手した 13 油種、すべての再生基油の粘度指数が 115 を超えており、これは再生基油

の原料となる市場に流通している潤滑油製品の高品質化に伴う粘度指数の向上を反

映している。 
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⚫ 水素化精製した再生基油の S 分は 0.01%以下であるが、溶剤精製で再精製した再生

基油の S 分は 0.02%以上であり、水素化精製と溶剤精製による残留 S 分量の差が認

められる。 

⚫ 一定量の酸化防止剤が添加された場合、水素化精製で再精製された再生基油は、い

ずれも試験時間 450h においてもほとんど酸素吸収が認められない。一方、溶剤精製

した再生基油では試験開始直後から酸化が始まる。 

⚫ 再生基油はバージン基油より分別蒸留範囲が広く、蒸発しやすいのではないかと懸

念されたが、蒸留だけで再精製した基油以外の再生基油はバージン基油と同程度の

蒸発性である。 

2. 再生基油を用いた加工油の試作と評価 

入手した再生基油の加工油基油への適合性を評価するために、加工油として不水溶性

切削油および不水溶性プレス油兼用の加工油を試作した。不水溶性切削油および不水溶

性プレス油は同一処方とし、同一の硫黄系添加剤および油脂をそれぞれの再生基油に同

一量添加し、試作加工油とした。入手した再生基油 13 油種およびその比較として入手し

たバージン基油 1 油種を用いて 14 種類の加工油を試作し、それぞれの性状を分析した。

主な成果は次のとおり。 

⚫ 試作加工油の銅板腐食の結果は、いずれもバージン基油を用いた試作加工油と同じ

4b であり、再生基油に添加した活性タイプの硫黄系添加剤の効果を妨げる成分は存

在しない。 

⚫ 再生基油を用いた試作加工油の耐荷重能は、蒸留だけで再精製した基油を用いた加

工油以外はいずれもバージン基油を用いた試作加工油と同等である。 

⚫ さらに、再生基油 1 油種およびバージン基油 1 油種を用いて試作した 2 種類の加工

油については、切削性および加工性を評価した。その結果、本調査の範囲では、再生

基油を用いた加工油の切削性および加工性はバージン基油を用いた加工油と同程度

である。 

したがって、本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した加工

油と同等の性能を有する加工油を製造できる見込みが立った。ただし、今後は異なる粘度

グレードの加工油を製造するための種々の粘度グレードの再生基油、その原料となる使用

済み潤滑油をどのように入手していくのか検討が必要である。 
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3. 再生基油を用いた機械油の試作と評価 

入手した再生基油の機械油基油への適合性を評価するために、機械油として油圧作動

油を選定した。同一の添加剤をそれぞれの再生基油に同一量添加し、非 Zn 系の油圧作動

油を試作した。入手した再生基油 13 油種およびその比較として入手したバージン基油 1

油種を用いて 14 種類の油圧作動油を試作し、それぞれの性状を分析した。主な成果は次

のとおり。 

⚫ 試作機械油の銅板腐食の結果は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と同じ

1b であり、すべての試作機械油は油圧システムの銅部品を腐食しない。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の再生基油を用いた試作機械油の耐

荷重能は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等である。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の再生基油を用いた試作機械油の耐

摩耗性は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等で、(一社)日本建設機械

施工協会規格、JCMAS P041 の要求値を満たしている。 

⚫ 蒸留だけで再精製した基油を用いた機械油以外の試作機械油の回転圧力容器式酸化

安定度は、いずれもバージン基油を用いた試作機械油と同等である。 

⚫ さらに、粘度と再生方法から選んだ再生基油 3 油種およびバージン基油 1 油種を用

いて試作した 2 種類の油圧作動機械油については、JCMAS P045 ポンプ試験により

酸化安定性を評価した。その結果、試作機械油の酸化安定性は、いずれもバージン基

油を用いた試作機械油と同等で、JCMAS P041 の要求値を満たしている。 

したがって、本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した機

械油と同等の性能を有する機械油(油圧作動油)を製造できる見込みが立った。 
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第3章  使用済み潤滑油の基油再生に関する社会

システムの検討 

第1節  はじめに 

2015 年にフランスのパリで開催された第 21 回国連気候変動枠組条約締約国会議

(COP21)において、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとし

て、パリ協定が採択された 1)。これを踏まえ、2020 年 10 月の国会において当時の菅総理

は、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言した 2)。これに対応して、経済産業省が中心

となり、関係省庁と連携して「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」3)

を策定し、CO2の削減が重要な課題となっている。 

さらに、潤滑油の確保は我が国として必須である。基油原料の多様化の観点対応として

は、海外からのバージンの鉱油系基油や再生基油の緊急輸入による国内の潤滑油基油の不

足への対応も一時的には可能であろう。しかし、異常気象や新型コロナウイルス感染症に

よる基油の輸入の停止、災害発生時の経済的および安全上のリスク、いわゆるルブセキュ

リティを考えれば、最低限必要な量と性能を有する再生基油を国内において製造すること

のできる社会システムをあらかじめ準備しておくことが我が国として望ましい。 

これらの状況を踏まえ、本章では、第 2 節において、これまでに報告されている基油再

生の地球温暖化への影響を検討した潤滑油のリサイクルに関するライフサイクルアセスメ

ント(LCA：Life Cycle Assessment)の事例を紹介するとともに、第 3 節では、前報 4)を含

む本事業の成果を総括し、我が国における基油再生適用の可能性について検討した。さら

に第 4 節では基油原料の多様化および 2050 年カーボンニュートラルも見据えて今後の我

が国潤滑油を取り巻く状況について考察し、第 5 節においては、国内において「使用済み

潤滑油の回収→基油への再生→再生基油を用いた潤滑油の製造」というサイクルを社会シ

ステム化するための課題およびその対策を整理し、国内で使用済み潤滑油の基油再生に取

り組む上で実現すべき社会システムについて検討したので報告する。 



 

 －108－ 

第2節  潤滑油のリサイクルに関するライフサイクルアセスメ

ント 

本節では、国内での使用済み潤滑油からの基油再生について検討するにあたり、これま

でに報告されている基油再生の地球温暖化への影響を検討した潤滑油のリサイクルに関す

るライフサイクルアセスメント(LCA：Life Cycle Assessment)の事例を紹介する。残念な

がら、我が国ではいまだに使用済み潤滑油からの基油再生は行われておらず、我が国にお

ける使用済み潤滑油からの基油再生について LCA を評価した報告はない。一方、米国や欧

州における基油再生を含む潤滑油のリサイクルに関する LCA の結果がいくつか報告され

ている 5)。ここでは米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)が現在の米国の技術

と工業的有用性を最も反映していると判断した 4 つの LCA の結果のうち、API の委託を

受け ERM が実施した LCA6)の成果、および GEIR の委託を受け IFEU が実施した LCA7)

を紹介する。 

なお、これらの ERM および IFEU が実施した LCA では、設定した LCA のシステム境

界の相違などにより、異なる結論が導き出されていることは興味深い。さらに、今後のカ

ーボンニュートラルの進捗に伴い、基油再生に必要なエネルギー源もカーボンニュートラ

ル化されたり、比較対象となるバージン基油もカーボンニュートラル化されるなど、LCA

を評価するためのさまざまな要因が変化し、LCA の結果が変わる可能性があることに注意

したい。 

1. ERMによる潤滑油のリサイクルに関する LCA 

API が ERM に委託し実施した LCA6)では、図 3-1 に示す 2010 年のカリフォルニア州

のエネルギー利用や基油製造の実態をベースとしている。 
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図 3-1. ベースラインシナリオ(2010年カリフォルニア州)のシステム概要図 

(文献 6の一部に和訳を追加) 

図 3-1 に示すように、2010 年のカリフォルニア州では、発生した使用済み潤滑油

434,900 トンのうち 321,826 トンが正規に処理され、113,074 トンが不法に処理され

た。また、正規に処理され使用済み潤滑油のうち、80,134 トンが再精製され、56,834

トンの再生基油が製造された。正規に回収された使用済み潤滑油からは、燃料などが

製造されている。さらに、原油も処理され 291,086 トンのバージン基油や燃料などが

製造されていた。 

1.1 使用済み潤滑油の回収率の影響 

ERM の調査では、図 3-1 のベースラインシナリオで、図 3-2 に示すように 2010 年

のカリフォルニア州の実際の使用済み潤滑油の正規の回収率、74%を、0％、85％およ
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び 100％と変えて試算した結果、回収率を上げると、酸性化(Acidification)、生態毒性

(Ecotoxicity)、富栄養化(Eutrophication)、地球温暖化(Global warming Air)、空気中

の粒子状物質(Human health, particulates in air)、ヒト毒性・癌(Human toxicity, 

cancer)、ヒト毒性・非癌(Human toxicity, non-cance)、化石燃料資源(Resources, Fossil 

Fuels)などの環境への影響が減少し、システム全体およびすべての環境影響にメリッ

トがもたらされるとしている 6)。 

 

図 3-2. 使用済み潤滑油の回収率の影響(1 =ベースライン回収率 74％) 

(文献 6の一部に和訳を追加) 

1.2 使用済み潤滑油をすべて燃料にした場合の汚染防止レベルの影響 

ERM の調査では、図 3-3 に示すように、2010 年のカリフォルニア州で発生した使

用済み潤滑油、434,900 トンをすべて燃料(RFO：Recovered Fuel Oil)、434,900 トン

に利用した場合(Extreme RFO)には、図 3-4 に示すように環境への影響は、使用済み

潤滑油の燃料利用時に実施される汚染防止のレベルに大きく依存し、適切に管理され

た燃焼など高度な汚染管理(HPC : High level of pollution control)により、回収率を

100%にした場合(Extreme 100%Collection)より多くのカテゴリで環境影響が少なく

なるとしている 6)。 
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図 3-3. 使用済み潤滑油をすべて燃料(RFO)にした場合(Extreme RFO)の 

システム概要図(出典 文献 6) 
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HPC:High level of pollution control(汚染管理レベル高)、LPC:Low level of pollution control(汚染管理レベル低)  

図 3-4. 使用済み潤滑油をすべて燃料(RFO)にした場合(Extreme RFO)の汚染レベルの影響

(1 =ベースライン 100％回収、55%MOD、25%再生基油、11%RFO) 

(文献 6の一部に和訳を追加) 

1.3 使用済み潤滑油をすべて再生基油にした場合の代替燃料の影響 

ERM の調査では、図 3-5 に示す 2010 年のカリフォルニア州で発生した使用済み潤

滑油、434,900 トンをすべて再生基油(RRBO：Re-Refined Base Oil)の原料、434,900

トンにした場合(Extreme RRBO)には、図 3-6 に示すように環境への影響は代替燃料

に大きく影響されるとしている。図 3-6 では、エネルギーをすべて石炭によって代替

する場合(100%Coal)、酸性化(Acidification)と空気中の粒子状物質(Human health, 

particulates in air)への影響の増加が見られる 6)。 
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図 3-5. すべて再生基油(RRBO)にした場合(Extreme RRBO)の 

システム概要図(出典 文献 6) 
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図 3-6. すべて再生基油(RRBO)にした場合(Extreme RRBO)の 

代替燃料の影響(1=Extreme RRBO)(文献 6の一部に和訳を追加) 

2. IFEUによる潤滑油のリサイクルに関する LCA 

GEIR の委託を受け IFEU が実施した LCA7)では、2015 年頃の欧州の基油再生や燃料

利用の実態をベースとして評価を行っている。 

2.1 使用済み潤滑油からの基油再生と原油からのバージン基油製造 

IFEU によって実施された LCA では、「使用済み潤滑油からの基油再生(recovery 

system)」と「原油からのバージン基油製造(substituted equivalent system)」を図 3-

7 に示すシステム境界で比較している 7)。 

表 3-17)に、Avista、LPC、Hylube process by PURAGLOBE および Viscolube の 4

つの再精製技術を元に算出された「使用済み潤滑油 1million(M) g 当たりの影響係数」

と「通常 VI 基油(Group I)および高 VI 基油(Group I と Group IV の混合)製造での影

響係数」がカテゴリ別に比較されている。 
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表 3-1. 4つの再生技術の環境影響評価の結果(文献 7の一部に和訳を追加) 

 

 

図 3-8は表 3-1の平均値について基油再生を 1としてノーマライズしたものである。

その結果、化石燃料(Fossil energy resources)、地球温暖化(Global warming)、酸性化 

(Acidification)、富栄養化(Eutrophication)、発癌リスク(Carcinogenic risk potential)、

微粒子(Fine particulates)などすべての環境影響カテゴリーで「使用済み潤滑油からの

基油再生(regeneration)」の影響が、「原油からのバージン基油の製造(substituted 

processes)」よりも小さく、優れていると IFEU は結論づけている 7)。 

資源枯渇 
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図 3-7. 基油再生とその代替同等システムのシステム境界の簡略化したスキーム 

(出典 文献 7) 

 

 

図 3-8. 使用済み潤滑油からの基油再生と原油からのバージン基油製造の比較 

(基油再生＝1)(文献 7の一部に和訳を追加) 

      化石資源   地球温暖化     酸性化     富栄養化   発癌リスク     微粒子 
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2.2 使用済み潤滑油からの基油再生と燃料への利用 

IFEU の LCA では、「使用済み潤滑油の燃料への利用(recovery system)」と「原油

や石炭からの燃料製造(substituted equivalent system)」の環境への影響を図 3-9 に示

すシステム境界で比較している。 

 

図 3-9. 参照システムとその代替同等システムのシステム境界の簡略化されたスキーム 

(出典 文献 7) 

表 3-27)に、使用済み潤滑油 1M g 当たりの「使用済み潤滑油の燃料利用影響係数」

と「原油や石炭から燃料製造影響係数」がカテゴリ別に先に示した表 3-1 の 4 つの再

生技術の平均値に加える形で示されている。 
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表 3-2. 使用済み潤滑油 1Mgあたりの 4つの再生技術の平均と燃料油処理の影響 

(文献 7の一部に和訳を追加) 

 

 

表 3-27)の地球温暖化係数(GWP：Global Warming Potential)に着目すると、図 3-7

の「使用済み潤滑油からの基油再生(recovery system)」で、1Mg(=1 トン)の使用済み

潤滑油からの再生基油を製造する場合の GWP100 は表 3-27)から 412 kg CO2-Eq であ

る。一方、図 3-7 の「原油からのバージン基油製造(substituted equivalent system)」

で原油から通常 VI 基油(Group I)基油を製造する場合の GWP100 は 830 kg CO2-Eq

である。したがって、1Mg(=1 トン)の使用済み潤滑油あたり基油再生のほうが 412-830

＝-418 kg CO2-Eq の削減となるとしている。 

表 3-2 に示す IFEU のデータで試算すると、第 4 節第 2 項で述べる使用済み潤滑油

20 万 kL(≒20 万トン)から再生基油を製造した場合、バージンの原油から通常 VI 基油

(Group I)基油を製造する場合と比較し、8 万トンの CO2の削減となる。 
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図 3-10 に、表 3-2 のデータを用いて「使用済み潤滑油からの基油再生」と「使用済

み潤滑油の燃料への利用」の地球温暖化係数を計算し比較した例を引用する 7)。 

 

図 3-10. 基油再生と燃料油への処理の違いを分析するための影響評価の例(出典 文献 7) 

 

図 3-7 に示すスキームにおいて： 

使用済み潤滑油からの基油再生   =412kg CO2-Eq/Mg 

原油からの通常 VI バージン基油(Group I)製造 =830kg CO2-Eq/Mg 

     差 =－418 kgCO2-Eq/Mg (1) 

 

図 3-9 に示すスキームにおいて： 

使用済み潤滑油の燃料への利用   =234kg CO2-Eq/Mg 

原油や石炭からの燃料製造   =426kg CO2-Eq/Mg 

     差 =－192 kgCO2-Eq/Mg (2) 

     (1)－(2) =－225 kgCO2-Eq/Mg 
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表 3-2 に示す IFEU のデータで試算すると、第 4 節第 2 項で述べる使用済み潤滑油

20 万 kL(≒20 万トン)から通常 VI 基油(Group I)基油を製造する場合、使用済み潤滑

油を燃料として利用した場合と比較し、4.5 万トンの CO2の削減となる。 

図 3-11 は各カテゴリでの影響差について「通常 VI 基油での差」を 1 としてノーマ

ライズしたもので、すべての影響カテゴリーで「使用済み潤滑油からの基油再生」が

「使用済み潤滑油の燃料への利用」よりも有利であるとしている 7)。 

 

 

図 3-11. 使用済み潤滑油からの基油再生と燃料への利用の比較 

(基油再生＝1) (文献 7の一部に和訳を追加) 

第3節  我が国における基油再生の可能性 

1. 我が国、米国および EUの潤滑油リサイクルの比較 

前報 4)および第 1 章の成果から、我が国と米国および EU の潤滑油リサイクルの概要

を比較し表 3-3 に示す。 

      資源枯渇   地球温暖化     酸性化    富栄養化     発癌性     微粒子 
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GEIR のヒアリングの結果をもとに計算した 2018 年の EU のリサイクルフローを比較

し図 3-12 に示す。 

 

図 3-12. 我が国、米国および EUの潤滑油リサイクルフローの比較(万 kL/year) 

(文献 4、5および GEIRへのヒアリングを基に作成) 

図 3-12 から、我が国では販売された潤滑油、155 万 kL の半分は使用中に消費された

り、燃焼したりして失われるが、残りの半分、73 万 kL は使用済み潤滑油として排出さ

れる。そのうちの一部が自家燃料等として使用されが、残りの 60 万 kL が回収され、そ

のほとんど(56 万 kL)が再生重油製造工場で処理され、53 万 kL が再生重油として燃料

に利用されている。直接利用の 4 万 kL は離型剤等に利用されている。一方米国では、

潤滑油販売量、937 万 kL の 12%にあたる 109 万 kL の使用済み潤滑油を再精製して再

生基油を製造している。この 12％を我が国の潤滑油の年間販売量、155 万 kL に適用す

ると、使用済み潤滑油、約 20 万 kL を再精製している規模となる。 

2. 北米における基油再生 

図 3-12 に示すように米国では年間で 356 万 kL の使用済み潤滑油が回収され、回収量

の 31%にあたる 109 万 kL が再精製されて再生基油となっている。この再精製は 12 企

業の 13 工場で行われている。米国は我が国と同様、2007 年以前は、再生燃料の製造が
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メインであったが、2008 年から、原油価格の高騰等により再生基油の比率が上昇し、現

在、基油再生は使用済み潤滑油の再生がメインとなっている 4)。 

北米の潤滑油製造事業者や使用済み潤滑油リサイクル事業者等に対するヒアリング調

査では、政策的にインセンティブを出す方策をとれば、使用済み潤滑油回収業者は積極

的に回収作業を行い、回収率が向上し、不法投棄が減少するという意見がある。また、

PCB については、PCB の計測器等を安価で誰にでも扱えるようにしないと、潜在的に不

安要素が残り、もし使用済み潤滑油に PCB の混入が認められると、その時点で責任問題

が生じるため、現場はリスクを恐れ、使用済み潤滑油の回収率低下にもつながることを

訴えている 4)。 

3. 欧州における基油再生 

図 3-12 に示すように EU では 170 万 kL の使用済み潤滑油が回収され、105 万 kL が

再生基油になっている。回収された使用済み潤滑油の 62％が再生基油になっており、北

米を大幅に上回っている。EU では、回収した使用済み潤滑油は再生基油の原料として

使用されるか加工燃料になるが、再生基油製造量が加工燃料をかなり上回り、加工燃料

は CO2排出量削減のために使用削減するよう指導されている。EU の再生基油製造は 24

企業で、28 工場ある。工場は、操業 30 年以上のものから最新の工場まであるが、古い

工場でも改修や設備増強を繰り返し、現在各社で生産されている基油の品質は、原油由

来の基油と遜色ないレベルに達している。再精製された基油は、特定の潤滑油に利用さ

れているわけではなく、すべての潤滑油の基油として生産され、基油の種類も Group I

から Group III まで多岐にわたっている。使用済み潤滑油の再精製技術は、ドイツ

AVISTA が最も古くから技術を保有しており、イタリアの ITELYUM が買収した

VISCOLUBE が世界に普及させ、ドイツ PURAGLOBE が、最新鋭の製造技術を開発す

るなど、長年の間に欧州発祥の技術が広まりつつある。従来は、圧倒的に Group I 基油

への再精製が多かったが、Group I、II 基油の価格は低く、使用済み潤滑油から Group 

III 基油への再精製比率が高くなりつつある。AVISTA、PURAGLOBE は北米で Group 

III 基油の製造も始めており、カーボンフットプリント削減のために、欧米の自動車産業

を中心にこの Group III 基油を採用し始めている。 

4. 我が国における潤滑油への再生基油の適用の可能性 

前報 4)および第 2 章の成果から、我が国における潤滑油への再生基油の適用の可能性

は次のとおりである。 
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4.1 再生基油のエンジン油への適用の可能性 

前報 4)の結果から、入手した再生基油により、API SL クラスのガソリンエンジン油

および日本自動車規格(JASO: Japanese Automobile Standards Organization) JASO 

DH-2 クラスのディーゼルエンジン油の規定に合格できるエンジン油を作成できる見

込みが立った。前報 4)で評価できなかったベンチ試験およびエンジン試験に、既存の

添加剤パッケージそのものあるいは若干の改良により合格できれば、本事業で入手し

た再生基油により API SL クラスのガソリンエンジン油および JASO DH-2 クラスの

ディーゼルエンジン油の製造が可能であろう。 

しかしながら、カーボンニュートラルの実現に向けて、市場にあるガソリンエンジ

ン車の燃費維持は重要であり、JASO GLV-1、あるいは ILSAC GF-6 といった現在の

最新のエンジン油規格に再生基油を適用させるには、PURAGLOBE 社が採用してい

る 2 段水素化処理などによる Group III 基油の製造が必要となる。 

4.2 再生基油の工業用油への適用の可能性 

本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した加工油および

機械油と同等の性能を有する加工油および機械油(油圧作動油)を製造できる見込みが

立った。しかしながら、加工油のための種々の粘度グレードの再生基油、その原料と

なる使用済み潤滑油をどのように入手していくのか今後さらに検討が必要である。 

第4節  今後の我が国の潤滑油を取り巻く状況 

本節では国内で使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システムにつ

いて検討するにあたり、まず、今後の我が国の潤滑油を取り巻く状況について次のように

考察した。 

1. 今後の潤滑油の需要想定 

1.1 現在の潤滑油製品の構成 

新型コロナウイルス感染症流行以前の 2019 年の我が国の潤滑油製品の品種別、販

売および在庫量を図 3-13 に示す 8)。 
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図 3-13. 我が国の潤滑油製品の品種別・販売および在庫(2019年) 

(文献 8から作成) 

図 3-13 から、我が国では、ガソリンエンジン油、ディーゼルエンジン油など車両用

潤滑油が潤滑油製品全体の 4 割を占めている。その他は、舶用エンジン油、機械油な

どが 6 割となっている。 

1.2 ガソリンエンジン油 

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」3)では「2035 年までに、

電動車(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車およびハイブリ

ッド自動車)の乗用車新車販売、100％を実現できるよう、包括的な措置を講じる。」

としている。国際エネルギー機関(IEA：International Energy Agency)は Net Zero by 

2050  A Roadmap for the Global Energy Sector9)において、乗用車(Light-duty 

vehicle)の新車売上げに対する電池電気自動車、プラグインハイブリッド車および燃料

電池電気自動車の世界シェアは 2050 年にはほぼ 100％にすべきとしている。しかし、

環境に有害なのは ICE ではなく、化石燃料である。e-fuel 等のカーボンニュートラル

な燃料を導入すれば、HEV など ICE 搭載車両の活用が今後も可能である。しかし、
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カーボンニュートラルな燃料の導入が遅れれば、HEV を含む ICE を搭載する車両の

数は徐々に減少し、ガソリンエンジン油の需要は減少傾向となることが想定される。 

1.3 ディーゼルエンジン油 

「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」3)では商用車について、

8 トン以下の小型の車については、2030 年までに新車販売で電動車 20 から 30%、

2040 年までに新車販売で電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に適した車両で合

わせて100%を目指し、車両の導入やインフラ整備の促進等の包括的な措置を講じる。

8 トン超の大型の車については、貨物・旅客事業等の商用用途に適する電動車の開発・

利用促進に向けた技術実証を進めつつ、2020 年代に 5,000 台の先行導入を目指す」と

している。IEA は大型トラック(Heavy Truck)の電動化は、バッテリーの重量、充電に

必要な高エネルギーと電力、および動力伝達範囲の制限により、乗用車よりゆっくり

とした移行となるとしている 9)。したがって、ディーゼルエンジン油の需要減少はガ

ソリンエンジン油より遅いが、徐々に減少傾向となることが想定される。 

1.4 工業用潤滑油およびその他の潤滑油 

工業用潤滑油およびその他の潤滑油については、摩擦低減による省エネルギーを促

進し、カーボンニュートラルに寄与するためにその安定供給を確保しなければならな

い。 

2. 今後の基油の想定 

2.1 カーボンニュートラルな基油の供給 

現在の製油所は、化石燃料である原油を精製し、ガソリンや軽油などの燃料や化学

製品の原料といった石油製品を生産している。その石油精製の一部としてバージンの

鉱油系基油が生産されている。石油連盟は、図 3-14 に示すように、2050 年カーボン

ニュートラルの実現に向け、将来の製油所では、既存設備の活用に加えて必要な精製

プロセスの改造なども図りながら、CO2フリー水素、回収 CO2、バイオマス、廃棄プ

ラスチックなども原料として「カーボンニュートラルな燃料・化学製品」などを製造

する拠点に転換していくことを目指すとしている 10)。 
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図 3-14. カーボンニュートラル実現する製油所の将来像(出典 文献 10) 

 

そこで、今後も、化石燃料である原油から製造されるバージンの鉱油系基油の供給

は減少するものの、これに代わるカーボンニュートラルな基油がひきつづき供給され

るものと想定した。 

生分解性潤滑油など一部の潤滑油では、すでに植物油などのカーボンニュートラル

な基油が導入されているが、すべての潤滑油製品の基油を植物油に置き換えることは、

量的にも、おそらく潤滑油製品の性能的にも難しい。 

すでに Novvi 社は、植物由来の原料を利用してカーボンニュートラルな Group III

基油、SynNova を製造しており、2021 年 11 月に Chevron Products 社はこれを使用

した再生可能フル合成 PCMO を発表している 11)。また、Neste 社の NEXBASE 4+基

油はローカーボンフットプリント(Low Carbon footprint)の Group III+の基油であり、

60%以上が再生可能な原料から製造されている 12)。今後はこのようなカーボンニュー

トラルな基油の一層の普及が待たれる。 
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2.2 基油再生による基油の供給想定 

1) 我が国における使用済み潤滑油からの基油再生 

米国や EU では使用済み潤滑油の不適切な処分による深刻な環境汚染をきっかけ

に使用済み潤滑油からの基油再生が始まった。一方、我が国では使用済み潤滑油は

適切に処理されており、環境問題は発生していない。しかし、我が国においても図

3-15 に示すように使用済み潤滑油からの基油再生は、地球温暖化防止の観点および

基油原料の多様化の観点から必要と考える。 

 

図 3-15. 我が国における使用済み潤滑油からの基油再生 

2) 地球温暖化防止の観点 

地球温暖化の観点からは、我が国の状況に合わせた LCA を実施し、その結果から

基油再生と燃料利用の最適なバランスを目指して基油再生を進めていくことが望ま

しい。「第 2 節潤滑油のリサイクルに関するライフサイクルアセスメント」で述べ

たように、LCA の結果は種々の要因で変化する。したがって、わが国独自の LCA

が必要だろう。 

3) 基油原料の多様化の観点 

基油原料の多様化の観点からは国内の物流を確保するために必要なディーゼルエ

ンジン油 15 万 kL を製造するために必要な基油を、20 万 kL の使用済み潤滑油を再

精製した再生基油 14 万 kL で賄う規模程度と想定する。 

なお第 5 節の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システムではこの規模を想

定することにした。この使用済み潤滑油、20 万 kL は 2019 年の我が国の潤滑油の

国内販売量 155 万 kL の 13%に相当し、図 3-12 に示した米国の国内向け潤滑油の
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販売量、957 万 kL に対する使用済み潤滑油の基油への再精製の割合 12％とほぼ同

等の割合であり、我が国がめざすべき基油再生の割合として妥当な水準と考える。 

第5節  基油再生に取り組む上で実現すべき社会システム 

本節では国内において「使用済み潤滑油の回収→基油への再生→再生基油を用いた潤滑

油の製造」というサイクルを社会システム化するための課題およびその対策を整理し、国

内で使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システムについて検討した

ので報告する。 

 

図 3-16. 国内で使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システムの概要 

1. 使用済み潤滑油の分別 

水分、塵埃、摩耗粉、植物油などの異物を大量に含む使用済み潤滑油からの基油再生

は、複雑な再生工程が必要となり、環境負荷も大きくなり、経済的にも負担は大きくな

るだろう。また、反対に異物の混入が少なければ比較的簡単な再生工程で、使用済み潤

滑油を効率よくリユースできる。すなわち、使用済み潤滑油に含まれる異物の量や質に
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よって、適するリサイクル方法が異なる。したがって、潤滑油需要家における使用済み

潤滑油の分別が重要である。今後需要家における分別の基準や方法について、「使用済

み潤滑油の回収→基油への再生→再生基油を用いた潤滑油の製造」というサイクル全体

を見渡して適切なシステムを作ることが望ましい。 

1.1 比較的異物の混入が少ない使用済み潤滑油はリユース 

使用済み油圧作動油は比較的異物混入が少ないため、我が国では使用済み油圧作動

油の一部が潤滑油メーカーにより浄油等により再生され、再度同じ工場で使用してい

る。この、不純物除去等により素材として再利用する、クローズドループによる油圧

作動油などのリユースは環境負荷も少なく、経済的であり、潤滑油のリサイクルとし

て今後とも推進すべきだろう。 

1.2 比較的異物混入の多い使用済み潤滑油は燃料利用 

使用済み加工油などには金属粉が多く混入するため、複雑な再生工程が必要となり、

経済的にも環境的にも基油再生には向いていない。したがって、これらの使用済み油

は再生重油などの燃料として用いることが適当だろう。 

1.3 使用済みエンジン油は基油再生 

2013 年度に潤滑油協会が実施した調査では図 3-17 に示すように、我が国では使用

済みエンジン油などの車両用潤滑油の 6 割は、ディーラーや整備工場で回収され 13)、

主に使用済み潤滑油回収事業者が再生重油に加工し、燃料として利用している。現在、

基油再生は行われていないが、今後はこれらの使用済みエンジン油からの基油再生が

期待される。 
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• 使用済み潤滑油の長距離の運送はコスト増につながるため、使用済み潤滑油は地

域ごとに、使用済み潤滑油を国内で分散して処理するシステムが必要である。全

国を例えば、東日本、中日本、西日本の 3 地域に分けて地域ごとに使用済みエン

ジン油を回収してはどうだろうか。既存の、例えば全国オイルリサイクル協同組

合などがこれにあたってもよいだろう。 

• 分別回収を徹底するには、回収事業者の廃油タンクの増設や、異物混入を避ける

ため、ローリーを別途手配する必要および回収人員の増加等、回収コストが大幅

に上昇することが予想される。また、使用済み潤滑油を再精製装置で処理して再

生基油を製造する場合、排出者に依頼して、エンジン油と他のオイルを分別保管

する必要がある。また、タンクを別途用意する必要や異物混入の予防措置等、排

出者にも負担がかかる。よって、使用済み潤滑油の分別排出・回収を徹底するに

は、使用済み潤滑油の回収事業者や排出者に対する何らかのインセンティブが必

要である。 

• 表 3-4 に、日本と国土面積が比較的近く、欧州随一の再生基油使用比率(30%)を有

するイタリアと日本での使用済み潤滑油の回収と再生基油製造に関する比較を示

す。イタリアで実施されているコンソーシアムは日本においても参考になると考

えられる。国内の事業者からも「国の支援やいろいろな業界とのコンソーシアム

の設立が必要で、一社とか一業界団体でできることではないと考えており、将来

的には潤滑油業界とともにコンソーシアムを立ち上げ、基油再生という事業につ

いても一つの選択肢として取り組んでいきたい」とのコメントがある。 
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能である。一方、後者は水素化精製の設備が必要で高コストとなるが、Group II ある

いは Group II に近い Group I 基油が製造できる。前報 4)および第 2 章で報告した試作

油の評価結果から、本報告の範囲内では添加剤を配合すれば再生基油に残存する硫黄

分は API SL や JASO DH-2 クラスのエンジン油や機械油の性能には影響しない可能

性が高い。ただし、最新の ILSAC GF-6 クラスの低粘度エンジン油にはより高圧な水

素化処理・改質設備による Group III 基油が必要となる。もし将来的に、国内で基油

再生を進めていく必要があるとなった場合には、これらを考慮しながら、使用済み潤

滑油の前処理工程を含め、今後我が国で必要かつ実現可能な再生方法についてさらに

検討し、基油再生プラントの新規建設、あるいは既存石油精製設備の利用による再生

基油の生産を検討するのが望ましい。 

3.2 再生基油製造事業所の規模と場所 

基油再生にあたっては、使用済み潤滑油の回収コストの低減を考えれば、地域ごと

の基油再生プラントが望ましい。先述のように、製造する再生基油を 20 万 kL/年とす

ると、例えば 3 箇所あたりにプラントを作ると 1 か所あたり 7 万 kL/年となる。その

ため、潤滑油精製装置を保有している中規模精製会社が好ましく、再生基油製造に前

向きな事業者もある。 

米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)5)によれば再精製プラントに必要

な投資は、年間容量 1 ガロンあたり 2〜3 ドルのオーダーと推定されている。1 か所当

たり 7 万 kL/年とすると再精製プラントに必要な投資は、3,700 万から 5,500 万ドル、

1 ドル 110 円換算で、40 から 60 億円程度と想定される。また、基油に再精製する直

接製造コストは、1 ガロンあたり 0.75 ドルから 1.00 ドルの範囲と見積もられている

ので、1 か所当たり 7 万 kL/年とすると直接製造コストは、1,300 万から 2,000 万ド

ル、1 ドル 110 円換算で、15 から 20 億円程度と想定される。もし今後、わが国独自

の LCA を実施し、その結果から基油再生と燃料利用の最適なバランスを目指して、国

内で早急に基油再生を進めていく必要があるとなった場合には、個社での取り組みに

加え、関連する団体の協力や国などからの支援が必要になるものと考えられる。 

4. 潤滑油製造業 

我が国では一部の潤滑油製造事業者において工業用潤滑油のリユースを実施しており、

これを今後も継続することが望ましい。さらに、今後は再生基油を用いた再生潤滑油の
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製造も必要となるだろう。潤滑油製造事業者における再生基油の利用を促進するために、

今後必要なシステムは次のとおり。 

• 必要な量と品質の再生基油を継続的に入手できる再生基油の回収、再精製体制を

確保する必要がある。 

• 再生基油を用いて製造した潤滑油を受け入れる市場を確保する。そのために再生

基油を用いた再生潤滑油の官民需要家での利用を促進することが望ましい。 

5. 潤滑油需要家 

我が国では現在再生基油を用いた再生潤滑油は、ほとんど流通していない。需要家に

おける再生潤滑油の利用を促進するために、今後検討が必要な点は次のような点が考え

られる。 

• 基油再生サイクル全体をうまく回していくには「製品含有化学物質情報※1」をい

かに伝達していくかが今後の検討課題である。例えば、自動車を海外に輸出する

場合、この自動車に使用しているエンジン油は、「自動車といった製品を構成し

ている化学物質」として、成分調査の対象になる。このエンジン油に「再生基油」

を使用している場合、再生基油の不純物等に「製品含有化学物質調査」での調査

対象となる化学物質が含まれていないことをどのように証明するかといったこと

が問題になるだろう。さらに、特定の化学構造を有する数多くの物質の存在を、

再生基油を使用した潤滑油中に一定基準以下であることを「保証」しなければ輸

出できないなどのケースが想定される※2。この問題は、潤滑油に限らず、ゴム材な

どのすべての再生原料共通の課題である。また現在、海外からの再生基油輸入は

ほとんど行われていないが、今後、海外から再生基油を輸入して潤滑油を製造す

るような場合にも、規制対象物質の非含有を確認することが要求される。よって、

工業的・商業的に負担の少ない試験法等が確立されることが重要となる。これら

のことから、我が国全体での「再生原料の普及」のため、関連団体が協力して、ア

ーティクルマネジメント推進協議会 (JAMP： Joint Article Management 

Promotion-consortium)や自動車工業会等と協議を行う必要があると考える。 

 

※1：例えば、JAMP による「Chemsherpa(サプライチェーンにおける製品含有化学物質

の情報伝達共通スキーム)」など 

※2：自動車部品工業会等が実施している「有機フッ素系化合物調査」など 
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• 再生基油を用いた潤滑油を適用する機械装置の製造事業者(OEM)による再生潤滑

油使用の承認と保証が必要である。それらを実現するためには、我が国独自の再

生基油の品質規定が必要と考えられる。この規定や運用方法を、例えば、JASO エ

ンジン油普及促進協議会「自動車ディーゼル機関用潤滑油規格の運用マニュアル」

16)に盛り込むなどの方策が考えられる。 

• 再生基油を用いた潤滑油の需要の確保が必要である。例えば官公庁で再生基油を

用いた潤滑油を率先して使用することが望ましい。 

• 再生基油を用いた潤滑油の価格やグリーン調達など、需要家の再生潤滑油による

メリットを普及することが望ましい。 

6. 我が国における潤滑油リサイクルの推進 

米国や EU では使用済み潤滑油の不適切な処分による深刻な環境汚染をきっかけに使

用済み潤滑油からの基油再生が始まった。一方、我が国では使用済み潤滑油は適切に処

理されており、環境問題は発生していない。そのため、米国や EU で制定されているよ

うな基油の再生を促進するような法規制は我が国には存在せず、今後は潤滑油のリサイ

クルを推進するために次のようなシステムが必要である。 

6.1 潤滑油のリサイクルフローおよび LCA調査の必要性 

我が国に適した潤滑油のリサイクルを明確にするためには、米国エネルギー省

(DOE)の報告 5)の中で API が提案しているように、我が国でも潤滑油のリサイクルフ

ローを定期的に調査して、適切な潤滑油のリサイクルを促進することが望ましい。 

「第 2 節 1. ERM による潤滑油のリサイクルに関する LCA」で記載されているよう

に、使用済み潤滑油の回収率を 74%以上に上げることにより、LCA のすべての影響項

目が改善する。我が国の使用済み潤滑油の回収率は図 3-12 によれば 80%を超えてお

り、リサイクルを推進する上で十分な状態にあると考えられる。また、「2. IFEU に

よる潤滑油のリサイクルに関する LCA」では、使用済み潤滑油からの基油再生の方が

バージン基油製造に比較して、環境への影響が軽減されることが示されている(表 3-1

参照)。一方、使用済み潤滑油からの基油再生と燃料利用との比較では、酸性化、発癌

性リスクを除いて燃料利用の方が環境への影響は少ない(表 3-2)。現在、我が国におい

て使用済み潤滑油から製造されている JIS 適合再生重油は、石灰焼成、セメント焼成、

アルミ溶融、製紙工場など主に直火焚き工業炉の燃料として幅広く使用されている。

また、温対法では再生重油について廃棄物の有効利用の観点から調整後排出量報告で
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算定対象外にできる優遇措置がある。さらに、省エネ法では報告対象外のエネルギー

となっている。現在、再生重油が温対法や省エネ法で評価を受けている状況からも、

今後は、基油再生と燃料利用を組み合わせた使用済み潤滑油のリサイクルに関する我

が国独自の LCA が必要と考えられる。API は LCA の結果から、市場が再生基油と燃

料の両方の使用済み潤滑油の幅広い処理の組合せを開発および維持できるようにする

必要があり、再生基油への利用のみといったような、一つだけの使用済み潤滑油の処

理ルートを支持するように市場を歪曲してはならないとアドバイスしている。また、

DOE が潤滑油のリサイクルに関連する連邦、州、地方の機関、影響を受ける業界およ

び利害関係者と協議し、データを更新して議会に報告している 5)。もし今後、わが国独

自の LCA を実施し、その結果から基油再生を進めていく必要があるとなった場合に

は、今後我が国に基油再生システムを運用するにあたり、DOE の例なども参考にする

ことが望ましい。 

6.2 基油再生への国の支援 

諸外国では基油再生への国の支援が実施されている。例えば、イタリアやスペイン

では使用済み潤滑油の回収と精製の両方に助成金を提供している。オーストラリアは、

回収ではなく精製のみに助成金を支給している。特定のカナダの州やポルトガルなど

で回収のみのインセンティブに焦点を当てている 5)。今後、2050 年カーボンニュート

ラルの実現に向け、わが国における基油再生と燃料利用の最適なバランスを考慮しつ

つ、国内で早急に基油再生を進めていく必要があるとなった場合には、民間だけでは

基油再生を経済的に維持するのは難しいことから、諸外国の例も参考にしながら基油

再生を進めていくことが望ましい。 

6.3 再生基油の利用を促進するグリーン調達制度 

再生基油を用いて製造した潤滑油が上市された場合には、官公庁での再生基油の利

用を促進するグリーン調達制度が望まれる。例えば、米国の大統領令、EO13834

“Efficient Federal Operations”14)では、政府機関は再精製された潤滑油を含むリサイ

クル材料含有の要件を満たす製品を購入しなくてはならないとしている。また、カリ

フォルニア州は、リサイクルインセンティブシステム、地方自治体および非営利団体

への助成金または貸し付けからなる使用済み潤滑油リサイクルプログラムを確立して

いる。 
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第6節  まとめ 

本章では、国内において、「使用済み潤滑油の回収→基油への再生→再生基油を用いた

潤滑油の製造」というサイクルを社会システム化するための課題およびその対策を整理し、

国内で使用済み潤滑油の基油再生に取り組む上で実現すべき社会システムについて、2050

年カーボンニュートラルも見据えた検討を行った。主な成果は次のとおり。 

1. 潤滑油のリサイクルに関するライフサイクルアセスメント 

これまでに報告されている基油再生の地球温暖化への影響を検討した潤滑油のリサイ

クルに関するライフサイクルアセスメント(LCA：Life Cycle Assessment)の事例を紹介

した。API の委託を受け ERM が実施した LCA、および GEIR の委託を受け IFEU が実

施した LCA では、設定した LCA のシステム境界の相違などにより、異なる結論が導き

出されている。今後のカーボンニュートラルの進捗に伴い、基油再生に必要なエネルギ

ー源もカーボンニュートラル化されたり、比較対象となるバージン基油の製造もカーボ

ンニュートラル化されるなど、LCA を評価するためのさまざまな要因が変化し、LCA の

結果が変わる可能性がある。 

2. 我が国における基油再生の可能性 

⚫ 入手した再生基油により、API SL クラスのガソリンエンジン油および JASO DH-

2 クラスのディーゼルエンジン油の規定に合格できるエンジン油を作成できる見

込みが立った。しかしながら、カーボンニュートラルの実現に向けて、市場にあ

るガソリンエンジン車の燃費維持は重要であり、JASO GLV-1、あるいは ILSAC 

GF-6 といった現在の最新のエンジン油規格に再生基油を適用させるには、

PURAGLOBE 社が採用している 2 段水素化処理などによる Group III 基油の製

造が必要となる。 

⚫ 本報告で入手した再生基油を用いて、バージン基油を用いて調製した加工油およ

び機械油と同等の性能を有する加工油および機械油(油圧作動油)を製造できる見

込みが立った。しかしながら、今後は加工油のための種々の粘度グレードの再生

基油、その原料となる使用済み潤滑油をどのように入手していくのか検討が必要

である。 
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3. 今後の我が国の潤滑油を取り巻く状況の想定 

3.1 今後の潤滑油の需要想定 

⚫ 現在我が国では、ガソリンエンジン油、ディーゼルエンジン油など車両用潤滑

油が潤滑油製品全体の 4 割を占めている。今後、e-fuel 等のカーボンニュート

ラルな燃料の導入が遅れれば、HEV など ICE を搭載する車両の数は徐々に減

少し、ガソリンエンジン油の需要は減少傾向となることが想定される。 

⚫ 一方、ディーゼルエンジン油の需要減少はガソリンエンジン油より遅いが、徐々

に減少傾向となることが想定される。 

⚫ 工業用潤滑油およびその他の潤滑油については、摩擦低減による省エネルギー

を促進し、カーボンニュートラルに寄与するためにその安定供給を確保しなけ

ればならない 

3.2 今後の基油の想定 

⚫ 今後は化石燃料である原油から製造されるバージンの鉱油系基油の供給は減少

するものの、これに代わるカーボンニュートラルな基油の供給が考えられる。 

⚫ 地球温暖化の観点からは、我が国の状況に合わせた LCA を実施し、その結果か

ら基油再生あるいは燃料利用のどちらに進めるか、あるいはその最適なバラン

スを目指して基油再生を進めていくことが望ましい。 

⚫ 基油原料の多様化の観点からは、異常気象や新型コロナウイルス感染症による

基油の輸入の停止、災害時などに国内の物流を確保するために必要なディーゼ

ルエンジン油 15 万 kL の基油を、20 万 kL の使用済み潤滑油を再精製した再生

基油 14 万 kL で賄うことを想定した。 

4. 基油再生に取り組む上で実現すべき社会システム 

4.1 使用済み潤滑油の分別 

比較的異物の混入が少ない使用済み潤滑油はリユース、比較的異物混入の多い使用

済み潤滑油は燃料利用、使用済みエンジン油は基油再生が適している。したがって、

潤滑油需要家における使用済み潤滑油の分別が重要である。 
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4.2 使用済み潤滑油の回収 

⚫ 基油に再生する場合であっても、基油再生を環境にやさしく、かつ経済的に実

施するにはできるだけ異物の混入の少ない使用済み潤滑油を原料にする必要が

ある。 

⚫ 使用済み潤滑油を分別回収する際に、現場でその回収油の品質を簡単に判断で

きる方法と基準が必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油を効率的に回収するネットワークが必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油は地域ごとに使用済み潤滑油を国内で分散して処理するシステ

ムが必要である。 

⚫ 使用済み潤滑油の分別排出・回収を徹底するには、使用済み潤滑油の回収事業

者や排出者に対する何らかのインセンティブが必要である。 

4.3 基油再生事業 

1) 我が国に適した再生基油製造工程 

今後我が国で必要かつ実現可能な再生工程についてさらに検討し、基油再生プラ

ントの新規建設、あるいは既存石油精製設備の利用による再生基油の生産を検討す

るのが望ましい。 

2) 再生基油製造事業所の規模と場所 

基油再生にあたっては、使用済み潤滑油の回収コストの低減を考えれば、地域ご

との基油再生プラントが望ましい。 

4.4 潤滑油製造業 

⚫ 必要な量と品質の再生基油を継続的に入手できる再生基油の回収、再精製体制

を確保する必要がある。 

⚫ 再生基油を用いて製造した潤滑油を受け入れる市場を確保するために再生基油

を用いた再生潤滑油の官民需要家での利用を促進することが望ましい。 

4.5 潤滑油需要家 

我が国では現在再生基油を用いた再生潤滑油は、ほとんど流通していない。需要家

における再生潤滑油の利用を促進するために、今後検討が必要な点は次のとおり。 

⚫ 基油再生サイクル全体をうまく回していくには「製品含有化学物質情報」をい

かに伝達していくかが今後の検討課題である。 
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⚫ 再生基油を用いた潤滑油を適用する機械装置の製造事業者(OEM)による再生潤

滑油使用の承認と保証が必要である。それらを実現するためには、我が国独自

の再生基油の品質規定が必要と考えられる。この規定や運用方法を、例えば、

JASO エンジン油普及促進協議会「自動車ディーゼル機関用潤滑油規格の運用

マニュアル」に盛り込むなどの方策が考えられる。 

⚫ 再生基油を用いた潤滑油の需要の確保が必要である。例えば官公庁で再生基油

を用いた潤滑油を率先して使用することが望ましい。 

⚫ 再生基油を用いた潤滑油の価格やグリーン調達など、需要家の再生潤滑油によ

るメリットを普及することが望ましい。 

4.6 我が国における潤滑油リサイクルの推進 

今後は、我が国に適した潤滑油のリサイクルを明確にするため、潤滑油のリサイク

ルフローおよび LCA 調査が必要である。また、2050 年カーボンニュートラルの実現

に向け、わが国における基油再生と燃料利用の最適なバランスを考慮しつつ、国内で

早急に基油再生を進めていく必要があるとなった場合には、民間だけでは基油再生を

経済的に維持するのは難しいことから、諸外国の例も参考にしながら基油再生を進め

ていくことが望ましい。再生基油を用いて製造した潤滑油が上市された場合には、官

公庁での再生基油の利用を促進するグリーン調達制度なども必要と考えられる。 
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